
新年度事業ヒアリングシートについて 

（平成２８年度予算版） 
 

市は、毎年、新年度予算編成にあたり、事業ヒアリングを実施しています。これは各所管の目標、課題を

明らかにする為のものです。「瑞穂市まちづくり基本条例」に基づき、情報の共有を図り予算編成過程を

明らかにする為、事業ヒアリングシートを公開します。 
 

＜注意事項＞ 

※公開するシートは、新規事業及び制度改正などにより事業の内容が変わるもので市民の皆さまの関心が高いものを抽出してあります。 

※査定前につき、各シートの事業が、必ずしも新年度予算に反映されるものではないことにご留意ください。 

 

＜評価の区分について＞ 

本年度実施した事業については、以下の基準に基づき評価を行っています。来年度より実施を計画しているものは、評価欄に期待される効果を記載しています。 

①計画性について ②公益性について ③事粟時期(緊急性)について ④合理性(効串性)について ⑤将来性について 

A 計画どおり進めることができた。 公益となるものが図れた。 迅速に執り行うことができた。 大変含理的であった。 将来を見据えて行うことができた。 

B ほぼ計画どおりできた。 ほぼ公益となるものが図れた。 ほぼ予定どおり行えた。 ほぼ合理的であった, ほほ将来を見据えて行うことができた。 

C どちらかというと計画どおりに進められた。 どちらかというと公益となった。遅れたが完了した。 どちらかというと含理的であった。 どちらかというと将来を見据えて行うことができた。

D 計画どおりに進められなかった。 公益とはならなかった。 予定どおり行われなかった。 合理的でなかった。 将来を見据えて行うことができなかった。 

 

 

 瑞  穂  市 
平成２７年１２月 企画部 企画財政課  



ページ 事　　業　　名
事業費

（百万円）
部名 課名 備考

P.1 ピースメッセンジャー派遣事業 2.3 秘書広報課

P.2 瑞穂市第２次総合計画 0.4

P.3 まち・ひと・しごと創生総合戦略策定 21.0

P.4 公共施設等総合管理計画策定 10.0

P.5 男女共同参画推進事業 2.3

P.6 自治会活動事業費 36.0

P.7 瑞穂消防署駐車場拡張工事 19.0

P.8 消防団詰所建設・消防車両更新 74.9

P.9 同報系防災行政無線デジタル化更新及び子局増設 46.0

P.10 瑞穂市ハザードマップ（地震・洪水）更新業務委託 10.3

P.11 本庁舎改修事業 46.0 管財情報課

P.12 社会保障・税番号制度導入推進事業 6.0

P.13 住民票の写し等のコンビニ交付サービス導入事業 22.8

P.14 障害者計画及び障害福祉計画策定業務 3.1

P.15 生活困窮者自立相談支援事業 20.2

P.16 健（検）診事業 63.0

P.17 がん検診推進事業 7.3

P.18 個別予防接種 161.0

P.19 社会資本整備総合交付金事業（柳一色歩道橋整備） 30.0

P.20 社会資本整備総合交付金事業（野田橋歩道橋整備） 178.0

P.21 社会資本整備総合交付金事業（西部環状道路整備） 40.0

P.22 （仮称）瑞穂市本田八束田土地区画整理事業 45.0

P.23 都市計画マスタープラン改定業務 3.5

P.24 社会資本整備総合交付金（橋りょう防災・安全）事業 20.0

P.25 社会資本整備総合交付金（道路防災・安全）事業 77.0

P.26 ＪＲ横屋高架下冠水対策事業 6.0

P.27 機構集積協力金交付事業 10.0

P.28 みずほふれあいフェスタ 7.0

目 　次
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総務課
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企画財政課
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都市開発課

都市管理課
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ページ 事　　業　　名
事業費

（百万円）
部名 課名 備考

目 　次

P.29 一般廃棄物処理場整備事業 21.6 環境課

P.30 別府水源地配水池更新整備（耐震化）計画（水道事業会計） 488.0 上水道

P.31 下水道事業の地方公営企業法適化計画 5.0

P.32 公共下水道整備事業計画 168.0

P.33 南保育・教育センター大規模改修事業 132.1

P.34 南小学校大規模改修事業 215.1

P.35 中学校教室エアコン整備事業 361.0

P.36 親子でつくる給食献立事業 0.0 給食センター

P.37 ほづみ幼稚園の今後の動向 154.2

P.38 教育支援センター事業 2.5

P.39 ＩＣＴ教育の推進 1.5

P.40 待機児童対策について 863.0 幼児支援課

P.41 多目的広場の整備 2.0 生涯学習課

教育委員会

教育総務課

学校教育課

下水道課

環境水道部



事業全体概要 Ｈ２８年度　事業詳細
次代を担う若い世代に核兵器の恐ろしさや戦争の悲惨さを伝え、平和の尊さについて主体的に学
び、考えさせる目的で、世界で初めて原爆が落とされた広島と長崎にピースメッセンジャーを毎年交
互に派遣するもの。市内各中学校の２年生の生徒からピースメッセンジャーを数人選抜し、夏休み期
間を中心に活動する。非核・平和コンサートでは、ピースメッセンジャー派遣事業の見聞を広く市民
に伝える場とし、併せて恒久平和を訴えるコンサートを実施する。

ピースメッセンジャー派遣委託業務　　1,280千円
非核・平和コンサート委託業務　　　　　1,000千円
従来のパネル展の代わりに、戦争関連の絵画展を検討中

区　　　　分

ピースメッセンジャー派遣事業　非核・平和コンサート 新規 主要施策 懸案事業
企画部長が

指定する事業 継続事業

年度 2,280 千円 2,280 千円

実　施　期　間 全体事業予算 Ｈ２８年度事業予算

秘書広報課 平成 24 年度 ～ 平成

毎年ピースメッセンジャーを派遣する
ことにより、一人でも多くのピースメッ
センジャーを輩出し、この事業の目
的である核兵器の恐ろしさ、戦争の
悲惨さを後世に語り伝えていく必要
がある。

課題、懸案、その他意見等

市民の一人でもある未来を担う中学
生を派遣することにより、市民を中心
に一人でも多くの人に核兵器の恐ろ
しさ、戦争の悲惨さを後世に語り伝え
ていくことができる。

ピースメッセンジャー派遣事業につい
ては、中学生を対象としていることか
ら、授業、部活動等に影響の少ない
夏休み期間において実施する。また
コンサートでは、戦後70年が過ぎ、戦
争体験者が減っていく中で、戦争の
記憶を風化させない為に、多くの人に
語り継いでいかなければならない。

A

希望者の中から選抜された一部の中
学生を派遣する事業であるが、市民
に対する報告会や各中学校での報
告会において、生徒自身の言葉で戦
争や核兵器に対する考えや思いを多
くの市民に伝えることができた。

A

中学生が戦争・核兵器について自ら
考察し、その思いを被爆地にメッセー
ジとして伝えることができたことは、非
核・平和都市宣言をしている瑞穂市
の理念に十分合致した。

この事業に真剣に取り組んだ中学生
が、今後もピースメッセンジャーとし
て核兵器の恐ろしさや戦争の悲惨さ
を一人でも多くの人に語り伝えていく
ことが十分期待できる。

評
価
項
目

説
明

評
価

ピースメッセンジャー派遣事業
①戦争・核兵器についての事前学習
②平和メッセージ(千羽鶴)の作成
③派遣先への平和メッセージの手交
④派遣先での戦争関連施設等の見学
⑤報告会の開催
非核・平和コンサート
平成22年の「非核・平和都市宣言」の主旨
に基づき平和推進事業を行う。

A

目的や内容等、計画通りに実施する
ことができた。

⑤将来性について

A

事業ヒアリングシート

千
円

千
円

④合理性（効率性）について

所　　属 計　画　名

評価対象事業名

28

③事業時期（緊急性）について

29
ピースメッセンジャー派遣事業
非核・平和コンサート

概
算

ピースメッセンジャー派遣事業
非核・平和コンサート

1,291

2,500

実
績

千
円

計
画

26

財源内訳（千円）

2,500
千
円

市債 基金

年
度

27

2,280

①計画性について ②公益性について

その他
事　業　内　容 事業費

概
算

計
画

一財国・県

非核・平和都市宣言をしている瑞穂
市の理念に合致する事業であるが、
平和学習(教育)であるため費用対効
果を測定するのは難しい。

予定通り実施することができた。

A

計
画

決
算

予
算

ピースメッセンジャー派遣事業
非核・平和コンサート

ピースメッセンジャー派遣事業
非核・平和コンサート

1,351

2,500

2,280

2,500

監査指摘事項の対応（監査委員監査及び外部監査）

Ｈ２４年度監査で、ピースメッセンジャー派遣中の市長の別行動につ
いての指摘があった。
別行動をとらないよう進言する。

Ｈ２８年度のピースメッセンジャーの派遣先を広島に予定している
が、７月～８月に広島で全国高等学校総合体育大会が行われるた
め、交通渋滞、交通規制等により、平和学習に十分な時間を費やせ
ない可能性が高い。
今後は派遣先を広島・長崎に限定し、継続するか等も踏まえ、ピー
スメッセンジャー派遣事業の内容自体を見直す必要がある。

目標の設定

より多くの市民に報告して公益性の向上を図りたい。（非核・平和コ
ンサートの来場者増を目指す）
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360

360
監査指摘事項の対応（監査委員監査及び外部監査）

特記事項無し

29
計
画

前期実施計画のローリング
概
算

360
千
円

28
計
画

前期実施計画のローリング
(進行管理体制組織化）

概
算

360
千
円

7,668
平成２８年からの運用を目指し、新たな総合計画の策定を進める。
目標管理によるPDCAサイクルの確立と計画の進行管理体制組織を確立。

5,770

目標の設定

27
計
画

審議会等の会議運営及び総合計画の策定
（策定支援業務委託・計画書印刷等）

予
算

7,668
千
円

一財 国から策定要請された（予定を含む）「公共施設等総合管理計画」及び「地方
版総合戦略」の策定にあたり、共通の前提で施策や事業を考えるべきもの
や、それぞれの計画が持つ特性に応じて考える事項が想定され、それらすべ
てに整合性を持たせ、さらに同期を取ることが課題。

26
実
績

第２次総合計画策定体制の構築と基礎調査及び市民参画機
会の提供
後期基本計画のローリング

決
算

5,770
千
円

市行政の各組織で政策立案や政策調整
について日常的に取り組まれていない問
題に対する自覚を促し、それぞれ自らが
掲げる目標達成に向け努力することは、
重要な取り組みであり、総合計画が将来
行政改革を進めるツールとしても活用さ
れることが期待される。

年
度

事　業　内　容 事業費
財源内訳（千円） 課題、懸案、その他意見等

国・県 市債 基金 その他

評
価

C A C B A

平成２６年度の市民アンケート結果、市民
検討会議等での市民提案の反映と策定
計画が大幅に遅れている。地方創生事
業、公共施設管理計画も併せた推進計画
にする必要がある。

持続可能な地域経営の指針として策定す
る総合計画は、市民と市が共通の目標を
持ってまちづくりの取り組みを進めるため
のものであり、市の進むべき方向性を示
す羅針盤として幅広く活用されるものすべ
きである。

自治法の改正により、それまで法律による
義務付けの元で策定されてきた総合計画
から、各自治体ごとに自らのまちに相応し
い計画への変革が進んでおり、計画策定
における様々な要素の分析・調査・研究
や、市民議論を深めながら策定を実施す
るには策定期間が短い。

まちづくり基本条例との整合性を図ること
が非常に重要なポイントであり、新たな総
合計画策定での市民の関わり方が、今後
あらゆる市の行政活動の前提として影響
を与えることになることを考え慎重にめる
必要がある。

⑤将来性について

説
明

平成２７年度末で現行総合計画（第１次総
合計画）の計画期間が終了。
平成２６年からの２ヵ年度で新たな総合計
画の策定を目指す。

市の最上位計画である総合計画は、地域
における総合的かつ計画的な行政運営を
図るために必要であり、まちづくり基本条
例の基本理念にも合致する。

自治法が改正され、基本構想の策定義務
はなくなったものの、計画策定の意義や必
要性は変わらないことから、新たな総合計
画の策定時期としては、この時期が適当
と考える。

これまでと同じコンセプトと同じ構成で作る
計画でないこと、市民が計画策定に参画
する機会を提供しながら策定することにな
るため、従前とは違い多くの時間と労力を
掛けることになる。

策定方針の基本的視点として、選択と集
中・財政の見通し・予算との連動性を確保
し、総合計画の実行性を担保していく方
針とし、更には、成果指標を設定しPDCA
サイクルの確立を目指す計画への転換を
打ち出した。

事業全体概要 Ｈ２８年度　事業詳細
平成２７年度末で現行総合計画（第１次総合計画）の計画期間が終了することに伴い、瑞穂市総合計画策定条
例（平成２４年条例第２３号）第３条の規定に基づき、新たな総合計画を策定する。
当市のまちづくりの基本理念を定めた「瑞穂市まちづくり基本条例」の第３条では、基本構想及び個別行政計画
の策定に当たっては、まちづくり基本条例との整合性を図ることを規定しており、計画の策定に市民が参画する
機会を提供し、市民と市が新しい時代の目標を共有し、信頼関係を構築しながら魅力あるまちづくりを進める。
＜平成２７年度の取り組み＞
市民検討組織として「市民検討会議」において、分野ごとに市民からの課題と施策提案を反映させながら計画に
ついて、行政との調整を実施した。
市民アンケート結果、地域懇談会等市民参画の場を提供し、今後１０年間の魅力あるまちづくりを進める。

平成２６年度から計画策定に着手し、組織体制、策定方針が決定している。平成２７年度は、庁内策定組織であ
るプロジェクトチームを推進の核として、各部局間の政策調整などを行い計画具体案を策定。市民参画において
は、市民と共に計画素案を検討する市民検討会議組織やアンケート結果、パブリックコメントなどの手法を活用
し、市民感覚を反映させながら計画をまとめ、総合計画策定審議会からの答申を経て、平成２８年３月議会には
基本構想及び基本計画の策定は議決を得る。平成２８年度から実施計画に基づき事業の展開を諮るが、第２次
総合計画では、目標管理によるPDCAサイクルの確立を目指しており、計画の進行管理体制を確立します。
◆Ｈ２８年度事業費　360千円
　総合計画評価検証組織等の会議運営費
　

評
価
項
目

①計画性について ②公益性について ③事業時期（緊急性）について ④合理性（効率性）について

年度 千円

評価対象事業名 区　　　　分

総合計画策定事業 新規 主要施策 懸案事業
企画部長が

指定する事業 継続事業

瑞穂市第２次総合計画 平成 26 年度 ～ 27平成 360

事業ヒアリングシート
所　　属 計　画　名 実　施　期　間 全体事業予算 Ｈ２８年度事業予算

千円 360企画財政課
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114,860

事業ヒアリングシート
所　　属 計　画　名 実　施　期　間 全体事業予算 Ｈ２８年度事業予算

千円 21,000企画財政課 まち・ひと・しごと創生総合戦略 平成 26 年度 ～ 28平成 年度 千円

評価対象事業名 区　　　　分

まち・ひと・しごと創生総合戦略事業 新規 主要施策 懸案事業
企画部長が

指定する事業 継続事業

事業全体概要 Ｈ２８年度　事業詳細
少子高齢化の進展に対応し、人口の減少に歯止めをかけるとともに、東京圏への人口の過度の集中を是正し、
それぞれの地域が住みよい環境を確保し、将来にわたって活力ある日本社会を維持していくために、まち・ひと・
しごと創生に関する施策を総合的かつ計画的に実施する。
　まち・・・国民一人一人が夢や希望を持ち、潤いのある豊かな生活を安心して営める地域社会の形成
　ひと・・・地域社会を担う個性豊かで多様な人材の確保
　しごと・・・地域における魅力ある多様な就業の機会の創出
　政策の基本目標（4つの基本目標）を今後の施策の方向性とする。
　①地方における安定した雇用を創出する
　②地方への新しいひとの流れをつくる
　③若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる
　④時代にあった地域をつくり安心な暮らしを守るとともに、地域と地域を連携する
　「小さな拠点」の整備や「地域連携」を推進し、目標数値は地方版総合戦略の状況を踏まえ設定する。

平成２７年１０月末までに策定した「瑞穂市まち・ひと・しごと創生総合戦略」を今年度の先行型事業
の数値目標の効果検証をし、改善の実施をする。
平成２６年度の繰越明許費とした地方創生先行型事業に加え、上乗せ交付事業「交流・にぎわいを
生み出す」を継続したものとして交流人口の増加、地域ブランドの創造・魅力向上、移住・定住促進
事業の展開を諮る。
また、安心して住み続けられる「まち」をつくるために空家の利活用推進のために市域の意向調査の
実施をする。

政策評価審議会：年４回⇒総合計画と同様

評
価
項
目

①計画性について ②公益性について ③事業時期（緊急性）について ④合理性（効率性）について ⑤将来性について

説
明

「しごと」が「ひと」を呼び、「ひと」が
「しごと」を呼び込む好循環を確立す
るとともにその好循環を支える「まち」
に活力を取り戻す。また、若い世代が
安心して住み続けられるまちをつく
る。

平成２７年度末までの総合計画と併
せて、人口増加傾向の維持確保、新
しい人の流れをつくるための移住・定
住を促進する戦略の策定ができる。

「総合戦略」は、「長期ビジョン」を踏
まえ２０１５年度を初年度とする今後
５か年の政策目標や施策の基本的
方向、具体的な施策をまとめたものを
平成２７年１０月末までに作成し、議
決を経て国に提出

最大限の成果をあげるため、直接的
に支援する施策を集中的に実施す
る。

少子高齢化の進展に的確に対応し、
将来にわたって活力ある瑞穂市の維
持をしていく。

評
価

年
度

事　業　内　容 事業費
財源内訳（千円） 課題、懸案、その他意見等

国・県 市債 基金 その他 一財 ５か年の戦略を策定・実行する体制を整え、アウトカム指標を原則と
した重要業績評価指標で検証・改善するしくみを確立することが課
題

26
実
績

先行型事業（繰越明許）
決
算

40,000
千
円

30,055 9,945

目標の設定

27
計
画

地方版総合戦略の策定
(空家状況調査、地域ブランド戦略上乗せ分)

予
算

53,860
千
円

45,000 8,860
・人口ビジョンについては、２０４０年の段階で54,000人の確保と合計
特殊出生率を「１．８」に設定
・まち・ひと・しごと創生総合戦略については、各地域の実態にあった
施策を支援し、「瑞穂市に住み続けたい」人口の増加につなげたい。

28
計
画

地方版総合戦略の事業実施及び改訂
概
算

21,000
千
円

21,000 監査指摘事項の対応（監査委員監査及び外部監査）

特記事項無し

29
計
画

概
算

千
円

0
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10,000

事業ヒアリングシート
所　　属 計　画　名 実　施　期　間 全体事業予算 Ｈ２８年度事業予算

千円 10,000企画財政課 公共施設等総合管理計画策定 平成 26 年度 ～ 28平成 年度 千円

評価対象事業名 区　　　　分

公共施設等総合管理計画策定事業 新規 主要施策 懸案事業
企画部長が

指定する事業 継続事業

事業全体概要 Ｈ２８年度　事業詳細
＜公共施設等総合管理計画の策定＞
公共施設等の老朽化対策は国家的な課題であり、国の「インフラ長寿命化基本計画」が策定されるなか、地方に
おいてもこうした国の動きと歩調をあわせ、公共施設等の総合的かつ計画的な管理を推進するための計画（公
共施設等総合管理計画）策定に取り組むもの。
＜Ｈ２７年度取り組み事業＞
国の指針及び公共施設白書を元に検討を進め、財政負担の軽減・平準化と公共施設等の最適な配置の実現に
向け市の公共施設等総合管理計画を策定する。
＜H２８年度取り組み予定＞
市民の安全・安心を確保し、中長期的な維持管理・更新等に係るトータルコストの縮減や予算の平準化を図り、
行動計画で対象とした全ての施設について個別施設毎の長寿命化計画を策定（２０１８ 年頃）、適切な点検・修
繕等により行動計画で対象とした全ての施設の健全性を確保する。
国の指針及び公共施設白書を元に検討を進め、財政負担の軽減・平準化と公共施設等の最適な配置の実現に
向け市の公共施設等総合管理計画を策定する。

○H２６年度　既存施設等の状況把握基礎調査
今後の公共施設等の維持管理やあり方などを検討するための基礎資料として、市が管理する施設状況を整理、
分析し、市の公共施設白書を作成

○H２７年度　公共施設等総合管理計画等の作成（～２７年度末まで）
　

○H２８年度～　個別施設毎の長寿命化計画（個別施設計画）の策定

評
価
項
目

①計画性について ②公益性について ③事業時期（緊急性）について ④合理性（効率性）について ⑤将来性について

説
明

国の策定要請（H２６．４）がなされてから、
３年間（H２６～H２８）の財政的支援（特別
交付税措置）を受けられることから、H２６
年度からに着手し、H２７年度末を目途に
計画策定を進める。

公共施設等の更新・統合・長寿命化など
公共施設等の管理に関する基本的な考え
方を作るものであり、これにより、公共施
設等の最適配置と、財政負担の軽減・平
準化が図られることや、昨今推進されてい
る国土強靭化にも資する。

次期総合計画（瑞穂市第２次総合計画）
の策定スケジュールに合わせ、効果的な
検討作業を進める必要があるため、H27
年度末を目途に計画策定を進める。

次期総合計画（瑞穂市第２次総合計画）
策定と同期をとることで、課題や施策など
の共通的な項目に関する検討作業を一元
的に集約して実施することができ、市民参
画の場においても、同時に説明や検討の
実施も可能となる。

ＰＤＣＡサイクルを活用し、進捗管理や見
直しを行い、継続的な取り組みにして行
く。また、計画の充実・精緻化に向け将来
的には地方公会計に活用する固定資産
台帳を活用していく。

評
価

C A C B B

次期総合計画（瑞穂市第２次総合計画）
の運用開始期（H２８年度～）に連動させる
必要があるので、計画骨子策定作業を早
期に進める。

「新しく造ること」から「賢く使うこと」への重
点化が課題であり、地域の実情にあった
まちづくりを推進するための計画にしてい
くことが重要。

持続可能で健全な施設の維持管理の検
討を行うにあたり、多くの市民と行政が問
題意識を共有し、将来の姿について議論
を深める努力が必要。

計画の位置付けとして、市が所有する全
ての公共施設等が計画対象であることか
ら、新たな総合計画の大きな柱として捉え
ることが必要。

多岐にわたるファシリティマネジメント業務
を推進するにあたり、従来の縦割りの管
理から、経営的視点を持って全体の最適
化を目指すための管理体制と戦略的視
点が必要。

年
度

事　業　内　容 事業費
財源内訳（千円） 課題、懸案、その他意見等

国・県 市債 基金 その他 一財 国の指針では細かく方針の設定項目が定められているので、その一つひと
つについて考える必要がある。短期間での個別施設毎の詳細な実態把握は
困難なため、施設白書などの概要等を元に方針を定めることとなり、計画策
定後、個別施設毎の詳細な実態が明らかになった段階で随時計画の見直し
を行うことが想定される。

26
実
績

公共施設白書作成
決
算

2,052
千
円

2,052

目標の設定

27
計
画

公共施設等総合管理計画等の策定
予
算

7,290
千
円

7,290
計画の実行性を確保するため、計画期間における公共施設等の数や延べ床
面積などの量的な目標と、トータルコストの縮減・平準化に関する経費見通し
を立て、平成２８年度からの計画運用を目指す。

28
計
画

個別施設計画の策定（H２８～）
各管理所属課にて予算計上

概
算

10,000
千
円

10,000 監査指摘事項の対応（監査委員監査及び外部監査）

特記事項無し

29
計
画

個別施設計画の策定（H２８～）
各管理所属課にて予算計上

概
算

千
円

0
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800

2,300 監査指摘事項の対応（監査委員監査及び外部監査）

特記事項なし

29
計
画

審議会４回予定
広報誌へコラム掲載、講演会、啓発物品の配布

概
算

800
千
円

28
計
画

審議会４回予定
広報誌へコラム掲載、講演会、啓発物品の配布

概
算

2,300
千
円

800
Ｈ２６　後期基本計画策定に向けた目標指標や計画の見直し
Ｈ２７　後期基本計画初年度、特定事業主行動計画（女性活躍推進
法関係）の策定
Ｈ２８　市独自の施策等について、審議会と協議

734

目標の設定

27
計
画

審議会３回予定（市の取り組みについて）
広報誌へコラム掲載、講演会、出前講座、職員研修、
ワールドカフェ（県事業と共催）、啓発物品の配布

予
算

800
千
円

一財 計画を策定し推進しているが、テーマが広く分野も多岐にわたってお
り、また少子化対策や婚活事業、またH２７年９月に成立した女性活
躍推進法との整合性を図りつつ全庁的に推進していくことが重要で
ある。啓発活動にあっては、毎年、啓発先を絞り実施をしている。26

実
績

審議会３回実施（後期計画の策定）
広報誌へコラム掲載、講演会、ワールドカフェ、啓発物
品の配布

決
算

734
千
円

市民が主役となるまちづくりに向け、
行政への参加機会を設けるなど、今
後も引き続き取り組むべき事業と思
われる。

年
度

事　業　内　容 事業費
財源内訳（千円） 課題、懸案、その他意見等

国・県 市債 基金 その他

評
価

A A A A A

事業は計画どおり実施した。 男女共同参画への意識と基盤づくり
は整備されつつある。

都市部では既に子育て支援や女性
の社会進出が顕著であり、瑞穂市に
おいても引き続き啓蒙活動をはじめ、
さまざまな事業の推進が必要であ
る。

啓蒙活動等を継続的に実施し、市民
意識調査では改善傾向が見られる項
目が多いものの引き続き啓蒙活動が
必要である。このため、ターゲットを
絞ってのＰＲ活動を進める。

⑤将来性について

説
明

①瑞穂市男女共同参画基本計画Ｈ２
２～Ｈ３１
②瑞穂市男女共同参画推進審議会
③市諮問→推進委員会答申
④審議会で決定
⑤ホームページで公開

まちづくり基本条例の基本理念にも
あるとおり、男女共同参画社会実現
は、基本的人権の尊重であり、その
公益性は大である。

基本計画の実績推移を随時確認して
もらう必要がある。

基本計画に基づく事業の推進として
合理性がある。

男女共同参画社会の実現は、市民
が主役の瑞穂のまちづくりにはかか
せない。

事業全体概要 Ｈ２８年度　事業詳細
＜男女共同参画推進審議会の事業＞
　審議会は、市長の諮問に応じて、瑞穂市の男女共同参画の推進に関する重要事項を調査及び審
議する。
＜Ｈ２７年度取り組み＞
　広報誌にコラム掲載、商工会総会で県出前講座、商工会会員への啓発、講演会、キャリアアップ・
ワークライフバランスに関する職員研修、女性交流事業（県・朝大・市共催）、啓発物品配布を実施。
＜H２８年度取り組み事業＞
　広報誌へのコラム掲載、市民向け講演会、啓発物品の配布を実施。
　講演会は、生涯学習課と連携した文化講演会として男女共同参画に関するテーマで実施予定。

平成28年度は、市民向けの講演会を企画予定。

＜審議会委員報酬＞　336千円
＜報償費＞講演会講師　1,500千円
＜需用費＞啓発物品　380千円
＜会議案内・資料等送付＞50千円
＜委託費＞30千円

評
価
項
目

①計画性について ②公益性について ③事業時期（緊急性）について ④合理性（効率性）について

年度 千円

評価対象事業名 区　　　　分

男女共同参画推進事業費 新規 主要施策 懸案事業
企画部長が

指定する事業 継続事業

瑞穂市男女共同参画基本計画 平成 27 年度 ～ 31平成 2,300

事業ヒアリングシート
所　　属 計　画　名 実　施　期　間 全体事業予算 Ｈ２８年度事業予算

千円 2,300企画財政課
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小規模多機能自治の母体となる組織
は、自治会連合会や地区社協の目
的に合致する。

各校区自治会連合会の立ち上げを
計画している

「地域力の強化」や「市民協働の推
進」に力を合わせ、明るく住みよい地
域づくりの推進、災害時にお互いの
助け合いができる安全・安心なまち
づくりになるような自治会組織を目指
す。

組織が軌道に乗り、運営できるように
なれば、市に頼らず、地域に適した事
業を思うように展開できる。

各地で起こる災害により、自治会や
地域コミュニティの重要さが見直され
ている。

防災への意識は確実に高まっている
が、それが地域コミュニティにはなか
なか結びつかないのが現実。各自治
会、各校区により温度差があり、地域
性により進捗状況に差が生じる。

自治活動の将来を考えた時に校区自治会連合
会の意味は大きいが、自治会長が短いスパンで
変わるために長期的展望が難しく、理解がなか
なか得られない。しかし、高齢化や孤立化が進
む今後の状況を考えた時に強力な地域コミュニ
ティはとても意味が大きい。確実に進めるべき事
業である。

前年度から引き続き、理事会等の場
で校区自治会連合会についての説明
を行い、早期に校区自治会連合会を
立ち上げられるよう働きかけている。

研修、会議等で方向性についての説
明や協議をしていく中で、少しずつ校
区自治会連合会の重要性への理解
を得られている。

他市はすでに校区の連合会組織が
出来ているところがほとんどである。
先進地から講師を招き、小規模多機
能自治についての研修を行い、地域
のつながりの重要性を学んでいく。

38,500

監査指摘事項の対応（監査委員監査及び外部監査）

28,533

34,500

35,980

計
画

決
算

予
算

概
算

自治会活動振興交付金
自治会事務取扱交付金
自治会長報償費

自治会活動振興交付金
自治会事務取扱交付金
自治会長報償費

計
画

①計画性について ②公益性について

その他
事　業　内　容 事業費

一財国・県

C

計
画

26

財源内訳（千円）

38,500
千
円

市債 基金

年
度

27

35,98028

③事業時期（緊急性）について

29

自治会活動振興交付金
自治会事務取扱交付金
自治会長報償費
自治会集会施設建設事業補助金

概
算

自治会活動振興交付金
自治会事務取扱交付金
自治会長報償費
自治会集会施設建設事業補助金

28,533

34,500

実
績

千
円

事業ヒアリングシート

千
円

千
円

④合理性（効率性）について

所　　属 計　画　名

評価対象事業名

評
価
項
目

説
明

評
価

C

⑤将来性について

A

目標の設定

各校区の状況に合わせた校区自治会連合会組織を早期に構築し、瑞穂市
自治会連合会、各校区自治会連合会、各単位自治会の組織への補助金に
ついて見直す。
協働でまちづくりを進められるよう、次のステップへのシフトを意識した啓発
活動なども視野に入れ今後の事業展開を計画する。

課題、懸案、その他意見等

校区自治会連合会の組織化。
自治活動関係の補助金の整理。
市民の自治活動への意欲や積極性を高めること。
生涯学習課の校区活動、福祉関係課、社協との連携。

C C

実　施　期　間 全体事業予算 Ｈ２８年度事業予算

総務課 計画無し 平成 25 年度 ～ 平成

継続事業

ー 年度 38,500 千円 35,980 千円

事業全体概要 Ｈ２８年度　事業詳細
地域のコミュニティ力の強化を目的とし、自治会への加入促進や自治会活動の円滑化を図る。
現在の地域コミュニティは、地域のことは地域で課題解決する小規模多機能自治（概ね小学校区に
おいて、その地域の個人、団体が、地域の実情や課題に応じて住民が取り組む方法）がスタンダー
ドになってきている。小規模多機能自治を実践していくには、市民が協力して解決していく力を持てる
組織づくりが必要。そのために各校区自治会連合会を設立し、市と協働でまちづくりを進められる地
域組織となるようサポートする。

○自治会活動振興交付金
　　　@1,000×自治会加入世帯数（15,000世帯）　15,000千円
○自治会事務取扱交付金
　　　@360×自治会広報配布世帯数（15,500世帯）　5,580千円
○自治会長報償費
　　　（基本額50,000円/年×98自治会）+（@300/年×自治会加入世帯数（15,000世帯））　9,400千円
○地域集会施設建設事業補助金
　　　6,000千円

区　　　　分

自治会活動事業費 新規 主要施策 懸案事業
企画部長が

指定する事業
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平成２７年度
　測量、官民境界などの事務を実施
する。
平成２８年度
　土地の取得、駐車場の造成

防災に関する訓練、講習等に利用さ
れる機会が増加することにより、開か
れた消防署、住民の防災、防火意識
の向上、署員の資質向上に繋がる。

今後、行事、講習、訓練の増加によ
り、利用者の増加が見込まれるた
め、出来るだけ早い時期の着工が望
ましい。

地権者の同意を得られれば、事業の
順調な進捗が見込まれる。

駐車場拡張により、利便性の高い施
設となり地域に開かれた消防署とな
ることができる。また、防災に関する
訓練、講習の機会が増えることによ
り住民の防災意識、救命知識の向
上、署員の資質の向上が図られる。

18,965 監査指摘事項の対応（監査委員監査及び外部監査）

29
計
画

概
算

千
円

28
計
画

瑞穂消防署南側駐車場の拡張工事
概
算

18,965
千
円

540

目標の設定

27
計
画

瑞穂消防署南側駐車場の拡張工事
予
算

540
千
円

一財

26
実
績

決
算

千
円

年
度

事　業　内　容 事業費
財源内訳（千円） 課題、懸案、その他意見等

国・県 市債 基金 その他

評
価

⑤将来性について

説
明

事業全体概要 Ｈ２８年度　事業詳細
日本各地で自然災害が多発し、防災に関心が高まっている。今後は女性防火クラブ、防火協会を始
め、自治会、小学校等も防災、防火に係る行事（訓練・講習）を消防署を会場として開催したい要望
が高まっている。また、岐阜市消防本部の研修会場として、他の消防署員が集まることも多く駐車場
の確保に苦慮している。
　このため、瑞穂消防署の南側の駐車場の拡張工事を行うことにより、駐車場の確保を図る。

○拡張予定地
　　消防署南側（現駐車場北東部）
　　・地目　田
　　・面積　３３０㎡
○経費等
　　土地取得・拡張工事　18,965千円
　　平成２７年度は測量、官民境界などの事務を実施し、平成28年度は土地の取得、駐車場の造成
　を行う。

評
価
項
目

①計画性について ②公益性について ③事業時期（緊急性）について ④合理性（効率性）について

年度 千円

評価対象事業名 区　　　　分

瑞穂消防署駐車場拡張工事 新規 主要施策 懸案事業
企画部長が

指定する事業 継続事業

計画なし 平成 27 年度 ～ 28平成 18,965

事業ヒアリングシート
所　　属 計　画　名 実　施　期　間 全体事業予算 Ｈ２８年度事業予算

千円 18,965総務課
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17,000 7,000

600 監査指摘事項の対応（監査委員監査及び外部監査）

特記事項なし

29
計
画

消防ポンプ車更新　１台
消防器具庫取り壊し

概
算

24,000
千
円

28
計
画

生津小校区消防団詰所用地購入　　 　40,884千円
生津小校区消防団詰所設計業務委託  　 600千円
生津小校区消防団詰所兼車庫建設　　33,450千円

概
算

74,934
千
円

25,950 2,460
平成２８年度に生津小校区分団（第７分団）の設立

74,334

目標の設定

27
計
画

第2分団詰所下水道接続
軽可搬自動車更新　３台
消防ポンプ車購入　１台

予
算

28,410
千
円

一財 生津小校区消防団詰所建設場所は検討中である。

26
実
績

決
算

千
円

装備の充実、更新により消火活動、
防災活動が効率化され団員の負担
が軽減される。

年
度

事　業　内　容 事業費
財源内訳（千円） 課題、懸案、その他意見等

国・県 市債 基金 その他

評
価

A A A A A

ほぼ計画どおり進捗しており、関係先
との調整も完了している。

消防団員の拡充、装備の充実は、市
の消防力、防災力の向上につなが
る。
今年度は生津小校区で消防団員の
増加を図ることができた。

岐阜県近辺で地震、火山の噴火など
災害が発生しているため緊急性は増
している。

小学校区毎に分団を設けることで、
地域との連携が取り易くなり、消火活
動、防火活動などの効率化が期待で
きる。

⑤将来性について

説
明

平成２２年度に作成した消防団５ヵ年
計画の中で、区域と定員の見直しに
ついてふれており、消防協会理事会
においても了承を得ている。定員に
ついては、平成２６年９月議会で条例
改正を行い、平成２７年４月から定員
増（２２０→２４２）となった。

消防団員は、市の非常勤公務員であ
り、活動施設の確保及び車両更新に
伴う移動時の安全性を確保すること
は、市としての責任である。

各種災害の多様化及び南海トラフ巨
大地震の発生が危惧されている中、
早期に整備することが望ましい。

生津小校区に詰所を建設すること
で、各小学校区に詰所ができること
から、地域と密着した連携が可能とな
り、消防団員の集合・出動時間を短
縮することができる。
また、車両の更新により消防団活動
をより安全に行うことができる。

消防車両をオートマチック車にし、ＡＴ
専用免許しか所有しない消防団員で
も運転できるようになることから、団
員の確保がしやすくなる。

事業全体概要 Ｈ２８年度　事業詳細
平成２７年度より消防団員の定数を２４２名にし、分団を小学校区に再編するために、生津小校区に
詰所を建設予定。
使用していない分団器具庫の取り壊しまたは水防倉庫への改装。
分団が増えることから、消防ポンプ車を1台追加するとともに、購入後２０年を経過した軽可搬車３
台、平成３０年までに２０年を経過するポンプ車２台、平成３２年までに小型動力ポンプ３台など計画
的に更新する。

生津小校区分団詰所の用地購入（起債率１００%）
生津小校区分団詰所及び車庫の建設（起債率１００%）
生津小校区消防団詰所設計業務委託
第２分団詰所の移転（駅前→市役所第３庁舎）
分団器具庫の取り壊し（２棟）

評
価
項
目

①計画性について ②公益性について ③事業時期（緊急性）について ④合理性（効率性）について

年度 千円

評価対象事業名 区　　　　分

消防団詰所建設・消防車両更新 新規 主要施策 懸案事業
企画部長が

指定する事業 継続事業

消防団５か年計画 平成 27 年度 ～ 32平成 150,934

事業ヒアリングシート
所　　属 計　画　名 実　施　期　間 全体事業予算 Ｈ２８年度事業予算

千円 74,934総務課
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55,000

事業ヒアリングシート
所　　属 計　画　名 実　施　期　間 全体事業予算 Ｈ２８年度事業予算

千円 46,000総務課 平成 24 年度 ～ 32平成 年度 千円

評価対象事業名 区　　　　分

同報系防災行政無線デジタル化更新及び子局増設 新規 主要施策 懸案事業
企画部長が

指定する事業 継続事業

事業全体概要 Ｈ２８年度　事業詳細
市防災行政無線の整備及び維持管理にかかる事業

・同報系「こうほうみずほ」・・・・・・・・・・・市内全域に設置された屋外覚醒子局により一斉放送
・移動系「ぎょうせいみずほ」・・・・・・・・・旧穂積町アナログ無線
・移動系「ぎょうせいみずほすなみ」・・・旧巣南町アナログ無線
・移動系MCA無線・・・・・・・・・・・・・・・・・・市の部局内、消防署、消防団、各避難所等公共施設間

同報系防災行政無線屋外拡声子局の更新（デジタル化）及び子局の増設

・子局の増設（難聴エリア解消）
　桜町一丁目西、十九条東（花塚）、田之上、古橋

・県次期防災情報通信システムの整備（H２８及び２９年度　岐阜県全域）

評
価
項
目

①計画性について ②公益性について ③事業時期（緊急性）について ④合理性（効率性）について ⑤将来性について

説
明

瑞穂市地域防災計画
瑞穂市防災行政無線デジタル化整備
計画

市民の防災意識が高まっているた
め、避難に関する情報などを広く周知
できる防災行政無線による放送は
ニーズが高い。

災害発生時等に迅速に対応できるよ
う危機を早急に整備する必要があ
る。

同報系については、アナログ電波の
廃止に伴いデジタル化への移行が必
要。
移動系についても同様である。

市内全域の子局更新については多
額の費用と時間を要する。

評
価

B B B A B

総務省への電波免許申請にあたり、
全体整備計画を策定し、その進捗状
況により計画を見直している。

左記計画に沿って、難聴エリアの改
善を図っている。
また、MCA無線の追加整備等によ
り、非常時における通信手段の確保
に努めている。

計画に沿って進行中。 同報系については、計画に沿って進
行中。
移動系についてはMCA無線の増設
等により、安価に情報伝達の効率を
上げている。

計画に沿って進行中。

年
度

事　業　内　容 事業費
財源内訳（千円） 課題、懸案、その他意見等

国・県 市債 基金 その他 一財 デジタル化整備完了後には、併用しているアナログ電波が廃止とな
り、既設の防災ラジオが使用不能となる。そこで、今まで以上にみず
ほ防災メールやHPへの掲載などが中心となる。

26
実
績

西地区子局の更新（西小学校は双方向通信整備）
難聴エリアへの子局の増設
移動系MCA無線機器の増設

決
算

52,900
千
円

47,000 5,900

目標の設定

27
計
画

移動系MCA無線機器の増設
子局の移設１局

予
算

1,550
千
円

1,550
難聴エリアの解消とともに、みずほ防災メールの加入促進などを行
い、幅広い手段で情報収集するよう啓発する。

46,00028
計
画

難聴エリアへの子局の増設
県次期防災情報通信システム整備（13,960千円）

概
算

46,000
千
円 監査指摘事項の対応（監査委員監査及び外部監査）

29
計
画

中地区子局の更新（中小学校は双方向通信整備）
難聴エリアへの子局の増設
県次期防災情報通信システム整備（397千円）

概
算

53,397
千
円

53,397
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10,340 監査指摘事項の対応（監査委員監査及び外部監査）

29
計
画

概
算

千
円

28
計
画

ハザードマップの更新、印刷（冊子タイプ）
概
算

10,340
千
円

目標の設定

27
計
画

予
算

千
円

一財 基礎データとなる河川管理者（国・県）の浸水想定区域図等は平成２
８年度中に発表となる見込みで、洪水ハザードマップの更新時期とし
ては、早ければ平成２８年度となる。なお、地震ハザードマップにつ
いても時期を合わせて更新を行う。26

実
績

決
算

千
円

年
度

事　業　内　容 事業費
財源内訳（千円） 課題、懸案、その他意見等

国・県 市債 基金 その他

評
価

⑤将来性について

説
明

H１７年度に作成、H２３年度に更新。
河川管理者（国・県）の氾濫危険水位
等の見直し（H２６年度）、浸水想定区
域図の見直し（H２８年度）を受けて、
H２８年度に更新予定。
以後は状況変化に応じて、更新を検
討。

ハザードマップにより、地域の被害想
定状況等を確認することが可能とな
り、防災意識の向上となる。

国・県の基礎データ(浸水想定図)の
公表後、速やかな更新が必要であ
る。

ハザードマップについては、印刷物の
各戸配布となるため、洪水と地震を
同時に更新作業を行う。

ハザードマップの公表により、住民の
防災意識がより一層高まる。

事業全体概要 Ｈ２８年度　事業詳細
住民の方の防災意識の向上、災害時における避難行動の確認のために、地震及び洪水に係るハ
ザードマップを作成し、公表するもの。
(洪水)
堤防決壊、洪水氾濫等発生時の浸水情報及び避難に関する情報を住民に分かりやすく提供するこ
とにより、人的被害を防ぐこと(的確な避難行動の選択)を目的に作成。
(地震)
過去の震災での犠牲者の多数が、住宅等の倒壊によるものであったことをうけ、住宅の耐震化の啓
発を促すとともに、地域の揺れの強さ(震度)の想定をあらかじめ提供することによって住民の防災意
識の高揚を図ることを目的に作成。

地震・洪水ハザードマップの更新を行う。
  (地震) 岐阜県の調査研究結果により、被害想定の見直しを図る。
  (洪水) 河川管理者（国・県）の氾濫危険水位等の見直し、浸水想定区域図の見直し（洪水時家屋
　　　　　倒壊危険ゾーン、浸水継続時間の設定、浸水ランクの簡便化など)により、見直しを行う。
　　　　　被害想定の見直しを図る。
　地震については、平成２５年２月発表データ、洪水については、平成２８年度発表予定データを元
に更新を行う。

※今後も国・県の最新データの公表に応じて対応予定

評
価
項
目

①計画性について ②公益性について ③事業時期（緊急性）について ④合理性（効率性）について

年度 千円

評価対象事業名 区　　　　分

瑞穂市ハザードマップ（地震・洪水）更新業務委託 新規 主要施策 懸案事業
企画部長が

指定する事業 継続事業

瑞穂市地域防災計画 平成 28 年度 ～ 28平成 23,740

事業ヒアリングシート
所　　属 計　画　名 実　施　期　間 全体事業予算 Ｈ２８年度事業予算

千円 10,340総務課
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事業ヒアリングシート
所　　属 計　画　名 実　施　期　間 全体事業予算 Ｈ２８年度事業予算

管財情報課 庁舎改修整備計画 平成 24 年度 ～ 平成 31 年度 500,000 千円 46,000 千円

評価対象事業名 区　　　　分

本庁舎改修事業 新規 主要施策 懸案事業
企画部長が

指定する事業 継続事業

事業全体概要 Ｈ２８年度　事業詳細
昭和４０年に建築された市役所本庁舎を長寿命化させる工事を行う。この建物は平成元年に大規
模改修を行なっているが、それから２７年が経過しているため、再度の大規模改修の時期を迎えて
いる。そのため、平成２９年度から平成３１年度（予定）にかけて、建物及び機械設備について、補
修や更新を行なう。
穂積庁舎の効率的な利用のために、施設内の改修をすすめる。

平成２４年度に外装・設備更新時期を見据え、庁舎改修整備計画を策定した。平成２５年度に、第３庁舎の外壁・外
部建具・給排水設備のほか、第１庁舎議場の屋根防水、第２庁舎の換気設備の改修を実施した。平成２６年度に
は、第１、第２庁舎を主に改修工事詳細設計を実施した。
平成２８年度には、第３庁舎の１階を消防団詰所に改修する工事を実施するほか、みずほターミナルの一部を駐車
場として整備する。
今後は、庁舎利用の効率化が図れる改修に係る設計のほか、平成２６年度に実施した設計を基に工事を実施するこ
ととなる。主な工事内容として、平成２９年度には外部建具の部品取り替え、便器等衛生設備取り替え、外壁の補修
を行い、その後、塗装、屋根の防水シート張り替え、給排水設備の取り替え、電灯の取り替えなどを予定している。

評
価
項
目

①計画性について ②公益性について ③事業時期（緊急性）について ④合理性（効率性）について ⑤将来性について

説
明

平成２４年度に外装・設備更新時期
を見据え、庁舎改修整備計画を策定
し、それに基づき長寿化事業を実施
するもの。平成２５年度に第３庁舎を
主とした改修の設計・工事を実施。平
成２６年度に、第１庁舎を主にした改
修工事の設計を実施し、それ以降に
工事を実施。

庁舎は、市民の利用施設のほか、
災害時の本部機能として位置づけ
されている。

第１庁舎は昭和４０年、第２庁舎は平成
元年、第３庁舎は昭和４８年に建築（平
成６年増築）され、概ね２０年から５０年
近く経過している。　施設の修繕や大規
模改修を実施しているが、耐用年数を過
ぎても更新されていない設備等がある。
第３庁舎については、消防団第７分団の
新設に伴い、管轄区域並びに団員数の
増加が見込まれるため、早急な対応が
必要となる。

本庁舎については、改修整備計画を
基に費用の平準化を図りながら改修
事業を実施していく。
第３庁舎については、既存施設の有
効利用を図ることができるほか、消
防団員の駐車場が確保されている
ため、詰所として改修することは適
当である。

本庁舎については、今後２０年余は維
持できる施設として庁舎を管理してい
く。

評
価

A A C C C

窓枠からの雨漏りも見られ、前回の
大規模改修から約２５年経っており、
最後の大規模改修を実施する時期
が来ている。

必要最低限の補修等が、業務遂
行上必要である。

本庁舎については、現施設で既に支障
を来たしている箇所があり、施設の長寿
命化の面から早期の改修を行なうのが
適当である。
消防団第７分団が平成２８年度より発足
する。

効率的に各工事が行われるよう配
慮する。

今後の適切な管理により、長寿命化が
期待できる。

年
度

事　業　内　容 事業費
財源内訳（千円） 課題、懸案、その他意見等

国・県 市債 基金 その他 一財 施設については、継続的なメンテナンスが必要である。設備について
は、定期的な更新が必要である。

26
実
績

庁舎設計委託費（9,403千円）
電話交換機更改工事費（30,000千円）

決
算

39,403
千
円

39,403

目標の設定

27
計
画

庁舎改修設計委託費（2,106千円）
庁舎改修工事費（3,000千円）

予
算

5,106
千
円

5,106 庁舎利用の効率化に係る設計並びに第３庁舎の改修工事と職員駐
車場の整備を平成２８年度に、第１、第２庁舎の大規模改修工事を平
成２９年度から平成３０年度(予定）にかけて行う。

28
計
画

庁舎改修設計委託費（1,000千円）
第３庁舎改修等工事費（45,000千円）

概
算

46,000
千
円

46,000 監査指摘事項の対応（監査委員監査及び外部監査）

29
計
画

庁舎大規模改修工事費(120,000千円）
概
算

120,000
千
円

120,000
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6,012

14,911

個人番号カード交付件数見込み（累計）
　Ｈ２７年度末　　住基カード（８/３０現在の発行数１，６５８件）からの移行分＋個人番号カード９９２件
　　　　　　　　　　　＝　計２,６５０件（人口の約５％）｛１日当り約３５件｝
　Ｈ２８年度末　　３,７００件（人口の約７％）｛１日当り約４～５件｝
　Ｈ２９年度末　　５,３００件（人口の約１０％）｛１日当り約６～７件｝
　　　　　　　　 　　 ☆コンビニ交付の計画により急増が予測される

28
計
画

社会保障・税番号
（個人番号カードの交付サービス推進事業）

概
算

6,012
千
円

 6,012
監査指摘事項の対応（監査委員監査及び外部監査）

29
計
画

社会保障・税番号
（個人番号カードの交付サービス推進事業）

概
算

6,012
千
円

 

計
画

社会保障・税番号
（総合行政システム住記システム改修、周辺機器整備）

予
算

34,797
千
円

19,886

年
度

事　業　内　容 事業費
財源内訳（千円） 課題、懸案、その他意見等

国・県 市債 基金 その他 一財 　個人番号カードの交付見込み数量が概算であるため、今後の総務省の啓発や当市の
ＰＲの方法等により、大きく変動する可能性がある。

26
実
績

社会保障・税番号（住基ネットワークシステム改修）
決
算

3,240
千
円

3,240 0

目標の設定

区　　　　分

個人番号カードの交付サービス推進事業 新規 主要施策 懸案事業
企画部長が

指定する事業 継続事業

27

評
価
項
目

①計画性について ②公益性について ③事業時期（緊急性）について ④合理性（効率性）について ⑤将来性について

説
明

　「行政手続における特定の個人を識別
するための番号の利用等に関する法律」
で規定される法定受託事務として、個人
番号カードの交付を行う必要がある。

　個人番号カードの交付により国民の利便
性の向上や行政事務の効率化に資する。

　マイナンバー制度の導入により、窓口
の事務手続きが大幅に増加することか
ら、市民サービスの低下を招かないよう
にするためには人員を確保する必要が
ある。

　新たに生じる個人番号カードの交付事務
に加えて、制度に関する電話や窓口対応も
必要となる。また、住民異動及び戸籍届出
の際にカードの記載事項修正などが必要と
なることから、一人当たりの所要時間が長く
なることが想定されるため、新たな人員を確
保して対応する必要がある。

　転出入や婚姻・転籍などの住民異動・戸籍届出
の際には、その異動者のほとんどに対して所持す
る通知カード、個人番号カードの記載事項の修正
を行う必要があり、住民異動の多い当市において
はこれまでにない事務量の増加となることが予想
されることから正職員の増員などの体制強化が急
務である。

評
価

事業ヒアリングシート

○地方公共団体情報システム機構（Ｊ－ＬＩＳ）への交付金　　　      4,000千円
   ※当交付金は、特別交付税の措置対象
○個人番号カードの交付事務（補助職員１名雇用）　　　　 　　　　　 2,012千円

Ｈ２８年度　事業詳細事業全体概要
　 マイナンバー制度は、複数の機関に存在する個人情報を同一人であることの確認を行うための基盤であり、社会保障・税
制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤である。新制度に
より新たに増える事務は次のとおりである。
　１）通知カード及び個人番号カード共通事務
　　  　 住民異動及び戸籍届のほとんどの方に対して、カードの記載事項修正等のカード裏書事務を行うことになる。また、
      その他にカード再発行と手数料徴収や返戻対応の事務などが新たに発生する。
　２）個人番号カードに係る交付やその他事務
　　　　 通知カードから個人番号カードへの切替えに伴う窓口交付事務に加えて、紛失等による再発行時には公的個人認証
　　  も含めた処理と手数料徴収が必要となる。
　３）マイナンバー制度全般事務
　　　　 電話の問合せ対応、窓口での説明、代理権の確認、PIAの確認事務等が発生する。また、なりすまし等に対して、新
      たに顔認証システムを導入して対策を講ずる。

所　　属 計　画　名 実　施　期　間 全体事業予算 Ｈ２８年度事業予算

市民課 社会保障・税番号制度導入推進事業 平成 27 年度 ～ 平成 年度 50,061 千円 6,012 千円

評価対象事業名
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28 年度

Ｈ２８年度　事業詳細
　マイナンバー制度により、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社
会基盤（インフラ）が進められている中で、「個人番号カード」を活用して全国約４６，０００店舗
のコンビニにおいて「住民票の写し等」の発行ができるサービスの導入に取り組む。

　【稼動開始予定日：平成２９年１月４日】
　【稼動時間：午前６時３０分～午後１１時（毎日）】
　【コンビニ交付サービスで取得できる証明書の種別（予定）】
　 住民票の写し、印鑑登録証明書、戸籍・附票、税証明書、住民票記載事項証明書
　 ※戸籍、附票は非住所人対応可能（但し、本籍地市町村が同サービスを実施している場合）

◎平成２８年度事業費　　　22,800千円
　　　システムの初期導入費、負担金、保守料、コンビニ委託料など

＜参考＞
    平成２９年度事業費 　　　8,770千円
　　　負担金、保守料、コンビニ委託料など

※当事業は特別交付税の措置対象

評価対象事業名 区　　　　分

住民票の写し等のコンビニ交付サービス導入事業 新規 主要施策 懸案事業
企画部長が

指定する事業

事業全体概要

評
価
項
目

①計画性について ②公益性について ③事業時期（緊急性）について

～

事業ヒアリングシート
所　　属

平成 年度 31,570 千円 22,800 千円

継続事業

計　画　名 実　施　期　間 全体事業予算 Ｈ２８年度事業予算

市民課 コンビニ交付サービス推進事業 平成

 

④合理性（効率性）について

評
価

⑤将来性について

説
明

①第２次総合計画（案）に策定
②文教厚生委員会協議会で説明
③市が保有する戸籍総合税証明シス
テムがすでに各種証明書のデジタル
データを保有している。
④国が１／２の財政支援により積極的
に推進している。

　当サービスは市民の多様化したライフ
スタイルによる市民のニーズに応えるこ
とになる。また、このサービスは現行の
組織体制のままで休日や時間外の
サービス拡大を行うもので、近隣自治
体とのサービスの格差是正にも繋が
り、市民の利便性が大幅に向上する。

　 マイナンバー制度の導入により窓口事務
手続きが増加するため、お客様一人当たり
の所要時間が長くなる。また、現在の人口
増加により益々窓口の混雑が想定されるこ
とから、待ち時間のストレス等による市民
サービスの低下が懸念される。これを解消
するためには、当サービスの実施により、窓
口へ来庁される市民の減少を図ることが不
可欠となる。

課題、懸案、その他意見等

国・県 市債 基金 その他 一財

   個人番号カードを活用することで、穂積
庁舎一極集中傾向にある窓口混雑や今
後１０年以上は人口増加が続く当市に
あっては、限られた窓口スペースでの待
ち時間等の不満を解消することができ
る。また、各種証明書発行の業務を当
サービスへシフトすることにより、市民
サービスの向上を図ることができる。

　 市民の多様化するニーズと自治体の環境
変化に対応可能な当サービスは、市民が必
要な場所で、都合のいい時に「どこでも、誰
でも受けられるサービス」として、今後普及
並びに推進される。

　

0

目標の設定

27
計
画

予
算

千
円

　 コンビニ交付サービスの内容を事業実施前から、市広報並びに市
ホームページ等で十分なＰＲをすることにより、個人番号カードの利
便性が周知できるため、個人番号カードの申請件数が大幅に増える
ことが予測できる。26

実
績

決
算

千
円

年
度

事　業　内　容 事業費
財源内訳（千円）

0
個人番号カード交付件数見込み
　Ｈ２７年度末　　２,６００件（５％）
　Ｈ２８年度末　　３,７００件（７％）
　Ｈ２９年度末　　５,３００件（１０％）

28
計
画

システム導入費用、導入後のシステム利用料、負
担金、委託手数料

概
算

22,800
監査指導事項の対応（監査委員監査及び外部監査）

29
計
画

システム利用料、負担金、委託手数料
概
算

8,770
千
円

 

千
円

  22,800

 8,770
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監査指摘事項の対応（監査委員監査及び外部監査）

Ｈ２８　策定員会の立ち上げ、業者委託、アンケート調査及び分析
Ｈ２９　計画作成、パブリックコメント、計画公開

目標の設定

・市民の意向を計画に反映させる（サービスの量）
・国の動向を見ながら計画策定していく
・計画を障がい者福祉施策においてどう実現していくかが課題
・予算を継続事業とするか検討

事業ヒアリングシート
所　　属

事業全体概要

35,000 千円 3,053 千円平成 29 年度

評価対象事業名

評
価
項
目

①計画性について ②公益性について ③事業時期（緊急性）について

Ｈ２８年度　事業詳細
　めまぐるしく変化する国の施策に対応するため、上位計画である「瑞穂市障害者計画(平成２１年度
～平成３０年度）」を一年前倒し、３年度を１期とした各年度における障害福祉サービスごとに必要な
見込量等を算出する第5期障害福祉計画（平成３０年度～平成３２年度）と同時に制度改変や市民
ニーズに速やかに対応できるよう計画を作成する。

計画策定に向け、（検討委員会と策定委員会を開催）アンケート調査。

報酬　　　 288,000円
委託料　2,500,000円
役務費　　264,280円
　
　　　　　　前回アンケート調査実施（６５歳未満の手帳所持者に実施）
　　　　　　身体障害者手帳　４７８人　　療育手帳　１９４人　　精神障害者保健福祉手帳　１００人

区　　　　分

④合理性（効率性）について

評
価

⑤将来性について

説
明

①（ア）瑞穂市障害者計画
（イ）瑞穂市障害福祉計画（第４期計
画）
②（ア）障害者基本法第11条
（イ）障害者総合支援法第８８条に規
定
③検討委員会、自立支援協議会で素
案作成→策定委員会で審議→アン
ケート調査
④障害者計画等策定委員会審議
⑤議会・ホームページ等で公開

自立支援協議会において、第４期障
害福祉計画の進捗状況を検証すると
ともに、ニーズを把握するためアン
ケート調査を実施し、今後の安定した
障害福祉サービス等の提供へ向けた
計画を定める。

（イ）当初計画のとおり実施。
（ア）（イ）の計画の策定時期に合わ
せる。

両計画の期間を合わせることにより、
市民ニーズと実際のサービス量とを
結びつけることが可能となり、時代に
沿った施策方針を短期間のサイクル
で定めることができる。
　また、委員報酬や調査費等も一元
化することが可能。

自立支援協議会において年度毎に
計画の効果測定を実施し、必要に応
じ見直しを行っていく。
将来的には、計画サイクルが短くな
ることから、軽微な修正を重ねる繋
がりのある計画にしていく必要があ
る。

年
度

事　業　内　容 事業費
財源内訳（千円） 課題、懸案、その他意見等

国・県 市債 基金 その他 一財

26
実
績

決
算

千
円

27
計
画

予
算

千
円

28
計
画

アンケート、計画策定
概
算

3,053
千
円

3,053

29
計
画

計画策定、パブリックコメント
概
算

3,500
千
円

3,500

計　画　名 実　施　期　間

障害者計画及び障害福祉計画策定業務 新規 主要施策

～

懸案事業
企画部長が

指定する事業 継続事業

全体事業予算 Ｈ２８年度事業予算

福祉生活課 障害者計画・障害福祉計画 平成 28 年度
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生活困窮者自立相談支援事業 新規 主要施策 懸案事業
企画部長が

指定する事業 継続事業

計　画　名 実　施　期　間 全体事業予算 Ｈ２８年度事業予算

福祉生活課 平成 26 年度 ～

千
円

13,774 6,392

13,774 6,392

29
計
画

自立相談支援業務
概
算

20,166

28
計
画

自立相談支援業務
概
算

20,166
千
円

千
円

7,950 5,038

500 19

27
計
画

自立相談支援業務委託
予
算

12,988

26
実
績

自立相談支援事業準備
決
算

519
千
円

年
度

事　業　内　容 事業費
財源内訳（千円） 課題、懸案、その他意見等

国・県 市債 基金 その他 一財

B A

平成２７年４月１日より社会福祉協議
会への委託により相談事業開始。庁
内においては、部長会議及び庁内研
修にて説明し、連携を図っている。

社会福祉協議会に委託することによ
り、専門性の高いケアを行い、早期の
自立を促す。

法どおり、H２７年４月１日より実施 社会福祉協議会に委託することによ
り、専門職員の配置ができるため、最
適な支援策を早期、包括的に提供で
きる。

事業の実施により、生活保護に至る
前の段階から早期に支援することに
より、将来生活保護に至ることのな
いようにする。

B A A

⑤将来性について

説
明

生活困窮者自立支援法が成立し、平
成２７年４月１日より施行されたことに
基づく事業。

就労その他の自立に関する相談支
援、事業利用のためのプラン作成等
を実施することにより、生活保護に至
る前の段階の自立支援策を強化。

生活困窮者自立支援法案に基づく福
祉事務所事業として実施する。

利用者の状況に応じて最適な支援策
を早期・包括的に提供できる。

事業の実施により、生活保護に至る
前の段階から早期に支援することに
より、将来生活保護の受給者を抑制
することにより扶助費の抑制を図る。
また、地域で誰にも相談できずにい
る生活困窮者の掘り起しを図る。

評
価
項
目

①計画性について ②公益性について ③事業時期（緊急性）について

Ｈ２８年度　事業詳細
「生活困窮者自立支援法」が成立し、平成２７年４月１日より自立相談支援事業及び住居確保給付
金（市直営）が必須事業となり、自立相談支援事業については瑞穂市社会福祉協議会への委託によ
り行い、支援調整会議を開催し、関係機関及び関係部署との連携を密にしている。
その他家計相談支援事業、就労準備支援事業等の任意事業についても委託を前提に行えるよう検
討していく。

【自立相談支援事業】
　相談支援業務の実施（委託料）
　 　委託料　16,000千円（家計相談含む。）
　住居確保給付金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4,166千円
　　　需用費　    17千円
　　　時間外　  599千円
　　　扶助費　3,550千円

※　H２７　国庫負担　３／４ (相談支援については、実支出上限額10,600千円）
　　　　　 　国庫補助　１／２（家計相談等）、２／３（就労準備等）

④合理性（効率性）について

評
価

20,166 千円平成 年度

評価対象事業名 区　　　　分

監査指摘事項の対応（監査委員監査及び外部監査）

生活困窮者の掘り起こしによる生活の安定及び将来生活保護に至
る者の早期支援による問題の解消

目標の設定

自立相談支援事業については国庫負担（３/４）。相談業務の委託先
（社会福祉協議会）へ委託とし実施している。支援調整会議を開催
し、連絡調整をおこなっている。相談内容が多岐にわたり、各分野に
精通した相談員が相談を受けているが、解決するのに時間を要する
ケースが多い。

事業ヒアリングシート
所　　属

事業全体概要

25,000 千円
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55,70029
計
画

健（検）診事業
概
算

63,000
千
円

7,300 55,700 監査指摘事項の対応（監査委員監査及び外部監査）

7,300

28
計
画

健（検）診事業
概
算

63,000
千
円

1,000 55,741 目標の設定

瑞穂市健康増進計画の基本目標

2,023 46,161

27
計
画

健（検）診事業
予
算

63,034
千
円

6,293

一財 ・巣南保健センター検診車スペースの改良工事
・胃がん検診における「内視鏡検査」導入の検討、胃がん検診、胃がん肺がん同日健
診の予約制導入と同日検診開催を増やす
・３０歳代健診の年齢引き下げ（２０歳代の健康格差＝健診機会がない住民の存在）に
ついての検討

26
実
績

健（検）診事業
決
算

53,388
千
円

5,204

健康増進に関する一般的な知識の普及とともに、
健康チェックができる設営を行い、保健指導に努め
た。健康教室でも同様の工夫をし、自らの健康を確
認し管理する能力の育成に努めた。

年
度

事　業　内　容 事業費
財源内訳（千円） 課題、懸案、その他意見等

国・県 市債 基金 その他

評
価

A A B A A

健（検）診日程表、広報誌、ホームページ
等にて実施予定、回覧板にて実績等の公
開を行なった。

集団検診時の健康チェックコーナーへの
関心は高く、計測方法及び結果評価を保
健師に求める受診者が多く、健康に対す
る意識啓発につながっている。

総合センターでの集団検診実施場所の変
更・整備によって、前年まで（楽屋）よりも
受けやすい環境が整った。

乳がん検診予約制、胃がん肺がん同日検
診の開始は住民からの評価が高く、受診
者の増加に繋がりそうである。

⑤将来性について

説
明

瑞穂市健康増進計画及び健康増進法に
基づき実施。
回覧板、広報誌、ホームページ等にて公
開する。

生活習慣病の発症予防やがん・疾病の早
期発見・早期治療、疾患の重症化を予防
することは医療費の削減につながる。ま
た、健康寿命を延ばすことは、介護費用
の削減につながる。

定期的かつ継続的な受診ができるよう、
計画・調整し実施しているが、複数の検診
が同日で受けられる体制作りは住民から
の要望が多い。降雨雪時の安全な検診体
制確保のため、巣南保健センターの検診
車スペースの階高の改良も必要。

集団検診実施時には、健康に対する意識
啓発の一環として、健康チェックコーナー
を設け、体組成計・血圧計等を設置し、保
健師による指導を実施している。

健康づくりは人づくりであり、健康意識を高め健康
寿命を延ばすことは医療・介護費用の削減ととも
に、健全で活気のあるまちづくりの基礎となる。住
民一人ひとりが自らの健康状態を自覚し、健康増
進に努めることが健康寿命の延伸に繋がる。

事業全体概要 Ｈ２８年度　事業詳細
　当市の６４歳以下男性死亡は県下1位（H２４人口動態）、女性の標準化死亡比は心疾患、脳血管疾患、糖尿病
ともに県平均より高くなっている（H１９～２３年）。また、H２２～２４年生活習慣病の受療状況では毎年医療費の
約半数を占めている。そのため、若い世代から定期的に健診を受診し、検診結果を基に生活習慣病発症予防の
ための生活改善指導について重点的に取り組んでいく必要がある。
　また、国は平成２４年６月に閣議決定された「がん対策推進基本計画」において、がん検診の受診率を５年以内
に５０％を達成することを目標としている。がん検診の受診率向上は、がん治療にかかる医療費の抑制につなが
ることから、市民にとって受けやすいがん検診体制を整え、検診受診率向上に努める必要がある。

【健・検診】
３０歳代健康診査（７月）　←健康増進事業補助金対象外
　健診対象は３０歳～３８歳。受診希望者のほかに過去３年以内受診者および３０歳（健診初年度）・３５歳（節目年齢）・３８
歳（特定健診前年度年齢）の全員に健診票を送付し、受診結果「要指導」判定者には生活習慣改善指導を実施する
（その他の健・検診）　←健康増進事業補助金対象事業
・生活保護受給者健康診査（７月）　・肝炎ウイルス検診（７月）　・骨粗しょう症検診（７月）
【がん検診】
肺がん検診（９月～１１月）・胃がん検診（９月～１月）・大腸がん検診（１１月～１２月）・乳がん検診（６月～１２月）・子宮頚
部検診（６月～９月）
　受診率向上のため「市民にとって受診しやすい集団検診体制整備（定員超えによる受診不可をなくし、早朝からの混雑
を回避）」として、乳がん検診、胃がん検診、胃がん肺がん同日検診の３種の集団検診を予約制とする。（H２７年度は乳が
ん検診において予約制、胃がん肺がんにおいて同日検診を導入済み）

評
価
項
目

①計画性について ②公益性について ③事業時期（緊急性）について ④合理性（効率性）について

年度 千円

評価対象事業名 区　　　　分

健（検）診事業 新規 主要施策 懸案事業
企画部長が

指定する事業 継続事業

瑞穂市健康増進計画 平成 22 年度 ～ 平成 63,000

事業ヒアリングシート
所　　属 計　画　名 実　施　期　間 全体事業予算 Ｈ２８年度事業予算

千円 63,000健康推進課
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7,300

7,300 監査指摘事項の対応（監査委員監査及び外部監査）

29
計
画

がん検診推進事業（子宮頸がん・乳がん・大腸がん）
概
算

7,300
千
円

28
計
画

がん検診推進事業（子宮頸がん・乳がん・大腸がん）
概
算

7,300
千
円

3,259 4,119
各種がん検診対象年齢の最年少年齢（初受診）受診率の増加
Ｈ２２　実績　　大腸６．８％、 乳房２５．３％、  子宮１４．５％
Ｈ２５　実績　　大腸９．９％、 乳房３１．９％、  子宮１０．９％
Ｈ２７  目標　  大腸９％、     乳房３０％、       子宮１８％

7,712

目標の設定

27
計
画

がん検診推進事業（子宮頸がん・乳がん・大腸がん）
予
算

7,378
千
円

一財 国の目標値５０％を目指す。推進事業をきっかけに継続受診できるよう支援す
る。

26
実
績

がん検診推進事業（子宮頸がん・乳がん・大腸がん）
決
算

11,123
千
円

3,411

検診最小年齢への初回受診勧奨方法とし
て効果的な方法である。

年
度

事　業　内　容 事業費
財源内訳（千円） 課題、懸案、その他意見等

国・県 市債 基金 その他

評
価

A A A B A

瑞穂市第2次健康増進計画の指標年齢と
合致している。

「がん検診手帳」「無料クーポン券」により健
康意識の啓発及び受診の動機付けとなって
いる。

国の補助事業であり、実施すべき事業であ
る。

従来から実施しているがん検診の体制の
中での実施であり合理的であるが、この事
業だけでは継続的な受診に繋がりにくいこ
とから、継続受診の周知も平行して実施す
る必要がある。

⑤将来性について

説
明

・厚生労働省がん検診推進事業実施要綱
による
・瑞穂市がん検診実施要領による。

がんの早期発見と正しい健康意識の普及啓
発を図ることで、がんによる死亡者数の減少
と早期発見による医療費削減を目指し、健
康寿命の延伸と健康の増進につながる。

平成２１年度から国の補助事業であるた
め。

従来から実施しているがん検診の体制の
中で特定の年齢を無料としているので、合
理的である。

がんの早期発見や健康意識の高まりは医
療費および介護費用の削減につながる。

事業全体概要 Ｈ２８年度　事業詳細
　この事業は市が実施するがん検診において、特定の年齢のかたに対して「がん検診手帳」及び検診費用が無料と
なる「がん検診無料クーポン券」を送付し、がん検診の受診促進を図るとともに、がんの早期発見と正しい健康意識
の普及啓発を図ることを目的としている。
　２１年度より、子宮頚がんと乳がんが「女性特有のがん検診推進事業」として開始になり、２３年度より大腸がんが
加わり「がん検診推進事業」と変更となる。
　２６年度は子宮および乳がんについて｢働く世代の女性支援のためのがん検診推進事業」に変更、２７年度からは
「新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業」検診として検診最小年齢が対象となっている。

指定のがん検診について検診最小年齢のみを対象とする
①子宮頸がん検診　　（７～１月、自己負担　無料）
　　　実施方法：指定医療機関　　　　　実施期間：７か月間　　　対象：２０歳
②乳がん検診　　（７～１２月、自己負担　無料）
　　　実施方法：集団検診　　　実施期間：３２日間　　　対象：４０歳
③大腸がん検診　　（１１～１２月、自己負担　無料）
　　　実施方法：指定医療機関　　　実施期間：おおむね１か月間　　　対象年齢：４０歳

評
価
項
目

①計画性について ②公益性について ③事業時期（緊急性）について ④合理性（効率性）について

年度 千円

評価対象事業名 区　　　　分

がん検診推進事業
新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業 新規 主要施策 懸案事業

企画部長が
指定する事業 継続事業

がん検診推進事業 平成 21 年度 ～ 平成 7,300

事業ヒアリングシート
所　　属 計　画　名 実　施　期　間 全体事業予算 Ｈ２８年度事業予算

千円 7,300健康推進課
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ヒ

市外のかかりつけ医療機関で、予防接種を
受けることができるようになり、接種率の向
上に伴い感染症予防が促進される。感染
症による患者の発生を無くすため将来に
渡って継続していく必要がある。

161,032健康推進課 平成 161,032 千円 千円

評価対象事業名

個別予防接種

計画なし

区　　　　分

継続事業

事業ヒアリングシート
所　　属 計　画　名 実　施　期　間 全体事業予算 Ｈ２８年度事業予算

④合理性（効率性）について

年度平成 年度 ～

新規 主要施策 懸案事業
企画部長が

指定する事業

⑤将来性について

説
明

予防接種法及び岐阜県広域化予防接種
事業実施要領に基づき実施。

事業全体概要 Ｈ２８年度　事業詳細
○予防接種法（昭和２３年法律６８号）第５条および第６条に基づく予防接種の実施。
○平成２５年４月１日から子宮頸がん予防・ヒブ・小児用肺炎球菌、平成２６年１０月１日から、水痘・高齢者肺炎
球菌が定期接種となった。
（子宮頸がん予防については、国において副作用との因果関係の検討中であるため、現在積極的勧奨は行って
いない。平成２６年度接種数：延べ１２）
○高齢者インフルエンザ・高齢者肺炎球菌については、Ｂ類疾病と規定され、接種する努力義務はない。
○経費については、地方交付税対応　　Ａ類疾病：９割　Ｂ類疾病：３割
○国において、Ｂ型肝炎・おたふくかぜ・ロタの定期接種化が検討されている。Ｂ型肝炎は、技術的検討結果より
乳児期に３回接種であるが、具体的な開始時期や内容については示されていない。
○平成２５年４月１日から定期予防接種の対象者は、市外のかかりつけ医療機関でも予防接種を受けることがで
きるようになった。（岐阜県広域化予防接種事業）　平成２５年度延べ６４７件、２６年度８０２件と増加傾向にあ
り、それに伴う事務量も増えている。

　Ｈ２８年度　委託料概算（消費税込み）161,031,115円 (参考：Ｂ型肝炎　＠6,156×3回×600人＝11,080,800円）
ＢＣＧ　　　　　　　　　＠7,290×600＝4,374,000
２種混合　　　　　　　＠4,806×500＝2,403,000
４種混合　　　　　　　＠11,232×2,600＝29,203,200
日本脳炎　　　　　 　＠7,560×3,000＝22,680,000
ＭＲ　　　　　　　　　  ＠10,584×1,100＝11,642,400
不活化ポリオ　　　　＠9,936×45＝447,120
子宮頸がん予防　　＠16,200×15＝243,000
ヒブ　　　　　　　　　  ＠8,910×2,600＝23,166,000
小児用肺炎球菌　   ＠11,826×2,600＝30,747,600
水痘　　　　　　　　　 ＠8,910×1,300＝11,583,000
インフル（生保）　　 ＠4,941×35＝172,935　　  　 （一般）　 ＠3,200×5,500＝17,600,000
高齢者肺炎球菌（生保）　＠8,043×20＝160,860　 （一般）　＠5,600×1,180＝6,608,000

①計画性について ②公益性について

評
価
項
目

評
価

A A A B

感染症による患者の発生や死亡者の大
幅な減少が図れ、市民に安心感をもたら
す。

感染症による患者の発生を無くすため、
継続が必要。

定期予防接種の対象者が、市外のかかりつ
け医療機関で、予防接種を受けることができ
るようになり、里帰り出産等の理由で、適した
時期を逃したり、定められた間隔が守れな
かったということが軽減される。

③事業時期（緊急性）について

B

年
度

事　業　内　容 事業費
財源内訳（千円） 課題、懸案、その他意見等

国・県 市債 基金 その他 一財 予防接種の種類が増加し、移行に伴う準備・周知期間も非常に短い場合が多い。
複雑化する接種スケジュールは、保護者は元より医療機関においても確認事項
が多様となっている。保護者、医療機関、行政三者の益々の細心の注意が必要
である。26

実
績

個別予防接種
決
算

147,396
千
円

147,396

目標の設定

27
計
画

個別予防接種
予
算

158,320
千
円

158,320

161,03228
計
画

個別予防接種
概
算

161,032
千
円

監査指摘事項の対応（監査委員監査及び外部監査）

29
計
画

個別予防接種
概
算

161,032
千
円

161,032

予防接種率の向上（感染症予防）及び健康被害・接種過誤の防止。

予防接種法及び岐阜県広域化予防接種
事業実施要領・瑞穂市助成事業実施要綱
に基づき実施している。

感染症による患者の発生や死亡者の大
幅な減少が図れ、市民に安心感をもたら
している。

継続が必要。
国の施策の動向に合わせ実施している。

定期予防接種の対象者が、市外のかかりつ
け医療機関で、予防接種を受けることができ
るようになり、里帰り出産等の理由で、適した
時期を逃したり、定められた間隔が守れな
かったということが軽減されている。高齢者も
かかりつけ医院での接種が可能になり、接種
する意識が向上している。

市外のかかりつけ医療機関で、予防接種を
受けることができるようになり、接種率の向
上に伴い感染症予防が促進される。感染
症による患者の発生を無くすため将来に
渡って継続していく必要がある。
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千円 30,000年度 ～ 219,000

事業ヒアリングシート
所　　属 計　画　名 実　施　期　間 全体事業予算 Ｈ２８年度事業予算

30平成 年度 千円

評価対象事業名 区　　　　分

都市開発課 社会資本整備総合計画（柳一色歩道橋） 平成 26

社会資本整備総合交付金事業（柳一色橋歩道橋整備） 新規 主要施策 懸案事業
企画部長が

指定する事業 継続事業

事業全体概要 Ｈ２８年度　事業詳細

社会資本整備総合交付金事業を活用し穂積地区と稲里地区を繋ぐ市道４－１０３号線の歩道整備
に伴い、一級河川中川に架かる柳一色橋に有効３ｍの併設歩道橋を架設し歩行者・自転車通行者
の安全を確保する。

橋梁新設工事
　橋梁下部工事　橋台Ｎ＝２基
　橋梁上部工事　単純中路式鋼床版鈑桁橋Ｌ＝３６m

◆H２８事業費　30,000千円
○用地費（取付道路土地購入費）　　　　　　  10,000千円
○補償費（工作物・立木移転補償費）　 　　　20,000千円

評
価
項
目

①計画性について ②公益性について ③事業時期（緊急性）について ④合理性（効率性）について ⑤将来性について

説
明

H２６から歩道整備事業として実施
し、H２９から２ヵ年の社会資本整備
総合計画を策定し、社会資本整備総
合交付金事業として、国の認可を申
請予定。

歩行者・自転車通行者の安全が確保
されると共に、交通の円滑化が図ら
れる。

隣接する朝日大学の学生と通勤車両
が柳一色橋を挟んで前後の道路で輻
輳し危険な状態から早期に解消を図
る必要がある。

穂積地区から稲里地区を東西に結ぶ
重要な路線であり、市街化が進んで
おり通勤通学者が多いため歩道整備
をすることにより、歩行者・自転車通
行者の安全確保及び交通の円滑化
が図られる。

主要地方道北方多度線と都市計画
道路別府祖父江線を結ぶ重要な路
線であり、通勤通学者等が増加する
ことが予測されるため、歩道を整備
することにより市民の安心安全が確
保される。

評
価

A A A A A

社会資本総合整備計画に従って実
施されている。

完成後は市民が安全に通行でき、交
通の円滑化が図られる。

歩行者・自転車通行者の安全を確保
することができる。

歩行者・自転車通行者の安全の確
保、及び交通の円滑が図られる。

市民の安心安全が確保される。

年
度

事　業　内　容 事業費
財源内訳（千円） 課題、懸案、その他意見等

国・県 市債 基金 その他 一財 社会資本整備総合交付金事業として申請済。

26
実
績

橋梁予備設計
決
算

11,617
千
円

11,617

目標の設定

27
計
画

橋梁詳細設計
予
算

20,000
千
円

20,000
事業完了目標進捗率
Ｈ２６      ８％　　Ｈ２７    ３９％
Ｈ２８    ６４％　　Ｈ２９  　７５％　Ｈ３０　１００％

28
計
画

用地買収
概
算

30,000
千
円

51,150

30,000 監査指摘事項の対応（監査委員監査及び外部監査）

29
計
画

橋梁下部工・河川工事
概
算

61,000
千
円

33,550

30
計
画

橋梁上部工・取付道路工事
概
算

93,000
千
円

41,850

27,450
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367,100

事業ヒアリングシート
所　　属 計　画　名 実　施　期　間 全体事業予算 Ｈ２８年度事業予算

千円 178,000都市開発課 社会資本整備総合計画（野田歩道橋） 平成 21 年度 ～ 28平成 年度 千円

評価対象事業名 区　　　　分

社会資本整備総合交付金事業（野田歩道橋整備） 新規 主要施策 懸案事業
企画部長が

指定する事業 継続事業

事業全体概要 Ｈ２８年度　事業詳細

社会資本整備総合交付金事業を活用し牛牧校区と穂積校区を繋ぐ市道３－３号線の歩道整備に伴
い、一級河川五六川に架かる野田橋に有効３ｍの併設歩道橋を架設し交通弱者の安全を確保す
る。
橋梁新設工事
　橋梁下部工事　橋脚Ｎ＝２基　橋台Ｎ＝２基
　橋梁上部工事　連続非鋼製板桁橋Ｌ＝７８．３ｍ

◆Ｈ２８事業費　178,000円
○工事費（橋梁上部工・取付道路工事）　　　　　 　175,000千円
○委託料（橋梁上部工・取付道路現場監理委託）　　3,000千円

評
価
項
目

①計画性について ②公益性について ③事業時期（緊急性）について ④合理性（効率性）について ⑤将来性について

説
明

H２１から歩道整備事業として実施
し、H２７から２ヵ年の社会資本整備
総合計画を策定し、社会資本整備総
合交付金事業として、国の認可を申
請。

交通弱者の安全が確保されると共
に、交通の円滑化が図られる。

穂積中学校の生徒・穂積駅への通勤
通学者と車とが輻輳し危険な状態で
あるため、早期に解消を図る必要が
ある。

牛牧地区から穂積地区を東西に結ぶ
重要な路線であり、市街化が進んで
おり通勤通学者が多いため歩道整備
をすることにより、交通弱者の安全の
確保及び小通の円滑化が図られる。

県道美江寺西結線から北方多度線
を結ぶ重要な路線である。また、駅
からのアクセスする道路であるため、
通勤通学者等が増加することが予測
されるため、歩道を整備することによ
り市民の安心安全が確保される。

評
価

A A A A A

社会資本総合整備計画に従って実
施されている。

完成後は市民が安全に通行でき、交
通の円滑化が図られる。

歩行者・自転車通行者の安全を確保
することができる。

歩行者・自転車通行者の安全の確
保、及び交通の円滑が図られる。

市民の安心安全が確保される。

年
度

事　業　内　容 事業費
財源内訳（千円） 課題、懸案、その他意見等

国・県 市債 基金 その他 一財 社会資本整備総合交付金事業として申請。

25
実
績

橋梁詳細設計
決
算

26,853
千
円

26,853

目標の設定

26
計
画

用地買収　A=220㎡
物件移転補償　N=1式

決
算

9,724
千
円

9,724
事業完了目標進捗率
Ｈ２１    １％   Ｈ２２    １％   Ｈ２３     １％  　 Ｈ２４     ６％
Ｈ２５  １５％ 　Ｈ２６  １８％   Ｈ２７   ６７％     Ｈ２８ １００％

88,000 70,000

97,900

27
計
画

橋梁下部工事・河川工事
予
算

159,200
千
円

28
計
画

橋梁上部工事・取付道路工事 80,100

1,200 監査指摘事項の対応（監査委員監査及び外部監査）

概
算

178,000
千
円
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18,000

18,000 監査指摘事項の対応（監査委員監査及び外部監査）

概
算

40,000
千
円

22,000

28
計
画

施行延長　Ｌ＝１００ｍ　W＝１０．７５～１４，００ｍ
概
算

40,000
千
円

29
計
画

施行延長　Ｌ＝１００ｍ　W＝１０．７５～１４，００ｍ

22,000 63,000 4,300
事業完了目標進捗率
Ｈ２６ ５１％　Ｈ２７ ６９％
Ｈ２８ ８７％　Ｈ２９ １００％

22,000

53,316

目標の設定

27
計
画

施行延長　Ｌ＝１００ｍ　W＝１４，００ｍ
予
算

89,300
千
円

一財 社会資本整備総合交付金は重点施策（ICアクセス、老朽化、通学路
対策）や防災に重点配分されるため、通常事業の配当額が少ないた
め、事業が計画通り進まない可能性がある。

26
実
績

施行延長　Ｌ＝１００ｍ　Ｗ＝１４，００ｍ
決
算

122,316
千
円

11,000 58,000

地域間交流や主要道路アクセスが
強化され、また災害時などの緊急輸
送道路として利用でき、安心安全な
まちづくりに繋がる。

年
度

事　業　内　容 事業費
財源内訳（千円） 課題、懸案、その他意見等

国・県 市債 基金 その他

評
価

A A A A A

社会資本整備総合計画の年次計画
とおり進んでいる。

地域の生活道路も接続し、地域間交
流が活発化し、歩道が出来たことに
より交通弱者が安心して通行できる
ようになった。

交付金事業4年間計画により実施し
ている。

幹線道路へのアクセスが容易にな
り、周辺道路も順次整備されているこ
とから、人々や物流の移動時間が短
縮され、また、歩道整備により歩行者
等の安全が確保され、交通の円滑化
が図られている。

⑤将来性について

説
明

Ｈ２６から４ヵ年の社会資本整備総合
計画を策定し、社会資本整備総合交
付金事業として、国の認可を受け実
施している。

環状道路整備により利便性の向上及
びアクセス強化が図られる。
歩道整備により、歩行者・自転車通
行者の安全が図られる。

社会総合整備総合計画により実施す
る。

国・県道とのアクセスが強化され、ま
た利便性が向上する。

環状道路が整備されることにより、交
通機能の強化、利便性、安全性が図
られ、また、住環境の向上が図られ
る。

事業全体概要 Ｈ２８年度　事業詳細

社会資本整備総合交付金事業を活用し本事業は瑞穂市の骨格を形成する重要な環状道路の整備
をするものであり、一般県道曽井中島美江寺大垣線交差点から国道２１号を結ぶ事業である。
当該道路は、近年交通量が増加し市街化が進んでいるものの、歩道が整備されていないことから、
交通弱者の安全を確保し、また、主要幹線道路へのアクセス強化を図る。

◆Ｈ２８事業費　40,000千円
○工事費(道路拡幅・歩道整備工事　Ｌ＝１００ｍ　W＝１０．８ｍ)　40,000千円

評
価
項
目

①計画性について ②公益性について ③事業時期（緊急性）について ④合理性（効率性）について

年度 千円

評価対象事業名 区　　　　分

社会資本整備総合交付金（西部環状道路） 新規 主要施策 懸案事業
企画部長が

指定する事業 継続事業

社会資本整備総合計画（西部環状道路） 平成 26 年度 ～ 29平成 238,000

事業ヒアリングシート
所　　属 計　画　名 実　施　期　間 全体事業予算 Ｈ２８年度事業予算

千円 40,000都市開発課
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監査指摘事項の対応（監査委員監査及び外部監査）

新規 主要施策 懸案事業
企画部長が

指定する事業 継続事業

Ｈ２５   ２％    Ｈ２６   ４％   Ｈ２７   ５％   Ｈ２８  １６％   Ｈ２９  １７％
Ｈ３０  ３６％　　Ｈ３１  ８９％   Ｈ３２ １００％   Ｈ３３ １００％
Ｈ３４ １００％　 Ｈ３５ １００％

Ｈ２８年度　事業詳細

土地区画整理組合の設立・認可に向け、準備委員会により手続きが
進められている。組合設立には、県指導による８０％以上の本同意
が必要。
平成２８年度より、関連市道整備箇所での用地買収等が始まり、事
業費が増加する。

目標の設定

都市開発課 (仮称)瑞穂市本田八束田土地区画整理事業 平成 25 年度

評価対象事業名

～

45,000

計　画　名 実　施　期　間 全体事業予算

千
円

都市基盤が整備されていない本田八束田周辺地区において、道路・公園・河川等の公共施設を整
備・改善し土地の区画を整え土地の利用の増進等を図るため、当該地区内地権者にて設立される
組合により土地区画整理事業が実施される。この事業と同調し、瑞穂市が周辺地区とのアクセス道
路等の公共施設を一体的に整備することにより、この地域の良質な都市空間の形成を促進する。

土地区画整理事業　Ａ＝８．１０ｈａ
全体事業費1,142,376千円（Ｈ２５～Ｈ３５）
（組合事業費775,000千円（うち市助成費37,000千円(Ｈ３０､Ｈ３１)）、市事業費367,376千円(Ｈ２５～
Ｈ３２))

土地区画整理事業
Ａ＝８．１０ｈａ
○委託費（市道部詳細設計）　15,000千円
○用地、補償費（市道部）　　　30,000千円

区　　　　分

(仮称)瑞穂市本田八束田土地区画整理事業

28
計
画

現状測量・地質調査・用地買収　Ａ＝８．１０ｈａ
概
算

45,000

事業全体概要

5,000

7,236

27
計
画

組合設立・現地測量　Ａ＝８．１０ｈａ
予
算

5,000
千
円

7,140

26
実
績

土地区画整理事業B調査・事業認可申請Ａ＝８，５ｈａ
決
算

7,236
千
円

25
実
績

土地区画整理事業基本調査
決
算

7,140
千
円

年
度

事　業　内　容 事業費
財源内訳（千円） 課題、懸案、その他意見等

市債 基金 その他 一財国・県

A A

土地区画整理事業の計画に基づき、
事業が進められている。

土地区画やインフラの整備が進むこ
とにより、土地の利用価値や地域の
防災機能が向上する。

仮同意を得て設立された準備委員会
により組合設立に向けた手続き等が
進められており、本年度に組合が設
立される予定である。

地区内の公共施設整備にともなっ
て、行き止まりとなっていた道路が接
続され、排水路が整備されるなど、地
域の住環境の向上が図られる。

道路・公園・河川等の公共施設が効
率よく配置され、土地の区画も整理さ
れることにより、良質な都市空間が
形成され、土地の有効活用が促進さ
れる。

⑤将来性について

説
明

H25から11ヵ年の土地区画整理事業
の計画により、市より土地区画整理
組合の設立認可を受け、土地区画整
理事業が実施される。

未整備土地や公共施設が整備される
ことにより、バランスの良い土地区画
等が整備され、良質な都市空間の形
成が図られる。

同意を得て組合が設立・認可された
後に、事業計画に基づく測量・調査等
が実施される。

道路・公園・河川等の公共施設が整
備され、良質な住環境の形成が図ら
れる。

バランスの良い土地区画が整備され
ることにより、土地の有効活用が促
進される。

評
価
項
目

①計画性について ②公益性について ③事業時期（緊急性）について ④合理性（効率性）について

評
価

A A A

事業ヒアリングシート
所　　属

404,376 千円 45,000 千円平成 35 年度

Ｈ２８年度事業予算

30
計
画

事業計画変更・換地設計・補償調査・橋梁詳細設計・
移転補償・水路整備　Ａ＝８．１０ｈａ

概
算

76,000

29
計
画

詳細設計・橋梁予備設計　Ａ＝８．１０ｈａ
概
算

76,000

5,000

千
円

5,000
千
円

31
計
画

整地計画・水路、調整池整備・道路整備　Ａ＝８．１０ｈ
ａ

概
算

214,000
千
円

214,000

32
計
画

事業計画変更・保留地整備・水路、調整池整備・道路
整備　Ａ＝８．１０ｈａ

概
算

45,000
千
円

45,000
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15,993

事業ヒアリングシート
所　　属 計　画　名 実　施　期　間 全体事業予算 Ｈ２８年度事業予算

千円 3,519都市開発課 都市計画マスタープラン 平成 26 年度 ～ 28平成 年度 千円

評価対象事業名 区　　　　分

瑞穂市都市計画マスタープラン改定業務 新規 主要施策 懸案事業
企画部長が

指定する事業 継続事業

事業全体概要 Ｈ２８年度　事業詳細

都市計画マスタープランは、本市が定める「瑞穂市総合計画」及び岐阜県が定める「岐阜都市計画
区域マスタープラン」に即し、他の分野計画との整合を図りながら、都市の長期的なまちづくりの方針
を総合的・体系的に示したものである。
改定業務では、上位計画である「瑞穂市第２次総合計画」の策定や 国の施策（コンパクトシティ、立
地適正化計画、景観等）、社会情勢（人口減少、超高齢化社会等）を踏まえた見直しを実施する。

○マスタープラン改定版の策定
平成２７年度に作成した都市計画マスタープラン改定版の案について、パブリックコメントや都市計
画審議会、市議会での審議等を行い、マスタープランを策定する。

Ａ＝２，８１９ｈａ（岐阜都市計画区域 Ａ＝１，９６６ｈａ　瑞穂準都市計画区域 Ａ＝８５３ｈａ）
委託費　3,519千円

評
価
項
目

①計画性について ②公益性について ③事業時期（緊急性）について ④合理性（効率性）について ⑤将来性について

説
明

上位・関連計画等を踏まえ県等関係
機関協議を行い、説明会やパブリック
コメント等の市民からの意見聴取を
実施し、都市計画審議会での審議、
県同意協議、議会議決を経て、計画
を決定する。

都市計画法第18 条の2 に定める「市
町村の都市計画に関する基本的な
方針」として、将来のまちづくりのビ
ジョンや土地利用の方針、都市施設
等の整備の方針、各地域ごとのまち
づくり方針を定め、将来、市が目指す
べきまちの方向性を明らかにする。

総合計画等上位・関連計画の改定や
マスタープランの目標年次等の時期
に、各種関連計画や国の施策、社会
情勢等との整合を図りながら見直し
を実施する。

第2次総合計画の策定作業と同調す
ることで、市の総合的なビジョンやま
ちづくりに関する住民との合意形成、
意見聴取等を一体的に行うことがで
き、均整のとれた計画策定が実施で
きる。

土地利用を秩序立て、効率的な都市
活動の増進や優れた環境の保護、
特色ある街並みの形成等が図られ
る。

評
価

A A A A A

策定計画に基づき、事業を実施して
いる。

都市の姿を共有し、まちづくりを進め
るための合意形成が促進され、その
実現に向た適切なまちづくり誘導が
図られる。

市の最上位計画である第2次総合計
画の策定作業が進められており、調
整を図りながら見直し作業を実施して
いる。

第2次総合計画策定による市民アン
ケート等のデータに基づき、原案作成
等を実施している。

良好な都市環境が形成され、快適な
住民生活・産業活動の活性化が創
出される。

年
度

事　業　内　容 事業費
財源内訳（千円） 課題、懸案、その他意見等

国・県 市債 基金 その他 一財 第２次総合計画の策定作業と同調し、市民との合意形成や意見聴
取等を実施する予定であるが、総合計画の策定作業が遅れており、
具体的な原案等が示されていないことから、原案作成等の作業の遅
れやそれに伴う費用の増加等が懸念される。26

実
績

都市計画マスタープラン基礎調査
決
算

5,184
千
円

5,184

目標の設定

27
計
画

都市計画マスタープラン改定案の作成
予
算

7,290
千
円

7,290 Ｈ２６   ３２％
Ｈ２７   ７８％
Ｈ２８ １００％

28
計
画

都市計画マスタープラン改定版の策定
概
算

3,519
千
円

3,519 監査指摘事項の対応（監査委員監査及び外部監査）

29
計
画

概
算

千
円
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9,450

監査指摘事項の対応（監査委員監査及び外部監査）

　

29
計
画

橋梁補修詳細設計業務委託・橋梁修繕工事
概
算

21,000
千
円

11,550

千
円

11,000 9,000

14,765
橋梁修繕率
Ｈ２６　１２％
Ｈ２７　１８％
Ｈ２８　２４％
Ｈ２９　３２％

28
計
画

橋梁補修詳細設計業務委託・橋梁修繕工事
概
算

20,000

8,228

目標の設定

27
計
画

橋梁補修詳細設計業務委託・橋梁修繕工事
予
算

23,840
千
円

9,075

26
実
績

橋梁補修詳細設計業務委託・橋梁修繕工事
決
算

15,158
千
円

6,930

年
度

事　業　内　容 事業費
財源内訳（千円） 課題、懸案、その他意見等

国・県 市債 基金 その他 一財

中長期計画に基づき行うものであ
り、継続的に実施する必要がある。

A A

橋梁長寿命化計画（１０年間）により、
橋梁修繕工事を実施した。

橋梁の長寿命化が図れ安全で円滑
な交通を確保した。

計画通り、修繕工事を実施した。 中期修繕計画に基づき、長寿命化修
繕工事を実施し、年度費用を平準化
し、ライフサイクルコストを縮減が図
れた。

今後も計画に基づき、長寿命化修繕
工事を実施する。評

価

A A A

⑤将来性について

説
明

①橋梁長寿命化計画
②なし
③素案作成→課内調整→部内調整
→企画調整
④市長承認
⑤なし

幹線道路等の橋梁の長寿命化を図
り、安全で円滑な交通を確保する。

橋梁長寿命化は、国の推進する事業
である。また、補助対象事業であるた
め橋梁長寿命化修繕計画により実施
する。

橋梁の長寿命化修繕工事を、１０年
計画で実施する事により、年度費用
を平準化するとともに、ライフサイク
ルコストを縮減する。

事業全体概要

評
価
項
目

①計画性について ②公益性について ③事業時期（緊急性）について

Ｈ２８年度　事業詳細

  社会資本整備総合交付金事業を活用し、老朽化した橋長１５ｍ以上の橋梁３４箇所について、平成
２４年度に作成した橋梁長寿命化修繕計画に基づき、計画的に事業を実施することにより、年度費
用を平準化し、ライフサイクルコストの縮減を図るとともに、長寿命化修繕工事により安全で円滑な
交通を確保する。

○橋梁長寿命化計画に基づく橋梁修繕
橋梁詳細設計業務委託（３橋：只越１３号橋・北犀川橋・犀川橋）　  5,000千円
橋梁修繕工事（２橋：新月橋・本田橋）　　　　　　　　　　　　　　　　　  15,000千円

④合理性（効率性）について

事業ヒアリングシート
所　　属

平成 33 年度 122,000 千円 20,000 千円

計　画　名 実　施　期　間 全体事業予算 Ｈ２８年度事業予算

都市管理課 橋梁長寿命化修繕計画 平成 24 年度 ～

評価対象事業名 区　　　　分

社会資本整備総合交付金（橋りょう防災・安全）事業 新規 主要施策 懸案事業
企画部長が

指定する事業 継続事業
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評価対象事業名 区　　　　分

社会資本整備総合交付金（道路防災・安全）事業 新規 主要施策 懸案事業
企画部長が

指定する事業 継続事業

実　施　期　間 全体事業予算 Ｈ２８年度事業予算

都市管理課 道路ストック等修繕計画 平成 26 年度 ～

事業ヒアリングシート
所　　属

平成 35 年度 456,873 千円 77,000 千円

計　画　名

事業全体概要

評
価
項
目

①計画性について ②公益性について ③事業時期（緊急性）について

Ｈ２８年度　事業詳細

　社会資本整備総合交付金事業を活用し、安全で円滑な交通の確保のため、老朽化した橋梁や道
路などのインフラを点検し適正な維持管理を実施し、ライフサイクルコストを縮減をする。
　道路については、幹線ネットワークを構築する１級及び２級路線中期修繕計画に基づき、舗装修繕
工事を実施する。
　また、道路法の改正により２ｍ以上の橋梁（Ｎ＝６０３橋）全てを対象として５年に１回の点検を実施
し、安心安全で円滑な交通の確保を図る。

○道路ストック総点検に基づく舗装修繕等
ＦＷＤ調査及び舗装補修工法検討業務委託　　　　　　　　　　　　　　   2,000千円
道路舗装修繕工事　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 50,000千円
橋梁点検業務　                                             　     　　               25,000千円

④合理性（効率性）について

評
価

A A A

⑤将来性について

説
明

①道路舗装修繕等計画（Ｈ２６策定）
②なし
③素案作成→課内調整→部内調整
→企画調整
④市長承認
⑤なし

道路・橋梁を点検し維持修繕工事を
実施する事により、安心・安全で円滑
な交通を確保する。

道路ストック総点検に基づく舗装修繕
等は国の推進する事業であり、また
補助対象事業であるため修繕計画に
より実施する。

道路修繕については中期修繕計画
（１０年）を策定し、年度費用の平準
化を図り実施する。橋梁点検につて
も全橋梁５年に１回点検し交通の安
全を確保する。

中長期計画に基づき行うものであ
り、継続的に実施する必要がある。

A A

中期修繕計画に基き、計画的に実施
している。

道路・橋梁を点検及び維持修繕工事
により、安心・安全で円滑な交通を確
保した。

計画通り、修繕工事を実施した。 中期修繕計画に基づき、年度費用の
平準化を図った。橋梁点検について
も全橋梁５年に１回点検し交通の安
全を確保した。

今後も計画に基づき、道路ｽﾄｯｸの修
繕工事を実施する。また、橋梁の点
検についても、５年に１回のサイクル
で実施する。

年
度

事　業　内　容 事業費
財源内訳（千円） 課題、懸案、その他意見等

国・県 市債 基金 その他 一財 橋梁点検結果によっては、今後、橋梁修繕工事が必要である。

26
実
績

道路舗装修繕工事
決
算

13,024
千
円

5,720 7,304

目標の設定

27
計
画

道路舗装修繕工事・橋梁点検業務
予
算

67,160
千
円

24,227 42,933
道路修繕率                 橋梁点検率
Ｈ２６ 　　　 　０．６％　　　　　　　　Ｈ２７  １５．９％
Ｈ２７ 　　　 　３．３％　　　　　　　　Ｈ２８　３５．０％
Ｈ２８ 　　　 　５．９％　 　　　 　　　Ｈ２９  ５０．０％
Ｈ２９           ８．６％

28
計
画

道路舗装修繕工事・橋梁点検業務
概
算

77,000
千
円

42,350 34,650 監査指摘事項の対応（監査委員監査及び外部監査）

　

29
計
画

道路舗装修繕工事・橋梁点検業務
概
算

67,000
千
円

36,850 30,150
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監査指摘事項の対応（監査委員監査及び外部監査）

29 　 　
概
算

　
千
円

千
円

6,000

2,300
Ｈ２７　 ２８％
Ｈ２８　１００％

28
計
画

冠水対策工事（排水ポンプ設置・集水枡設置・水路嵩
上げ）
Ｎ＝１式

概
算

6,000

　

目標の設定

27
計
画

冠水対策に伴う測量設計業務
冠水対策詳細設計Ｌ＝７０ｍ

予
算

2,300
千
円

26 　 　 　 　
千
円

年
度

事　業　内　容 事業費
財源内訳（千円） 課題、懸案、その他意見等

国・県 市債 基金 その他 一財

冠水解消は通行車両の安全性の向
上だけでなく、緊急車両の円滑な通
行にも寄与するため、安心安全なま
ちづくりが図れる。

評
価

⑤将来性について

説
明

①冠水対策計画
②なし
③素案作成→課内調整→部内調整
④市長承認
⑤なし

冠水による道路の通行止めや、車両
を浸水事故から守り、交通の安全を
確保する。

いつ何時発生するか分からない大雨
に対し通行車両の安全の確保のた
め、早急に対策が必要である。

降雨時の通行止めを解消し、道路管
理が適正化されるとともに、通行止め
に係る経費が削減される。

事業全体概要

評
価
項
目

①計画性について ②公益性について ③事業時期（緊急性）について

Ｈ２８年度　事業詳細
近年発生するゲリラ豪雨等により、JR東海道本線横屋アンダーパス部分が頻繁に冠水し、道路機能
が失われ、通行車両・市民生活に支障をきたすため、排水ﾎﾟﾝﾌﾟ設置を行い、安全な交通を確保す
る。

○冠水対策業務に基づく、対策工事
道路冠水対策工事（Ｌ＝７０ｍ・ﾎﾟﾝﾌﾟ設置・集水枡設置・水路嵩上）　6,000千円

④合理性（効率性）について

事業ヒアリングシート
所　　属

平成 28 年度 8,300 千円 6,000 千円

計　画　名 実　施　期　間 全体事業予算 Ｈ２８年度事業予算

都市管理課 ＪＲ横屋高架下冠水対策 平成 27 年度 ～

評価対象事業名 区　　　　分

ＪＲ横屋高架下冠水対策事業 新規 主要施策 懸案事業
企画部長が

指定する事業 継続事業
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監査指摘事項の対応（監査委員監査及び外部監査）

29
計
画

機構集積協力金交付事業
概
算

7,000
千
円

7,000

28
計
画

機構集積協力金交付事業
概
算

10,000
千
円

38,500
今後の農地集積目標
Ｈ２７　農地集積率２７％
Ｈ２８　農地集積率３０％
Ｈ２９　農地集積率３２％

10,000

目標の設定

27
計
画

機構集積協力金交付事業
予
算

38,500
千
円

一財 県の予算状況により、機構集積協力金の要望額（全額）の交付が困
難な場合がある。

26
実
績

機構集積協力金交付事業
決
算

0
千
円

0

年
度

事　業　内　容 事業費
財源内訳（千円） 課題、懸案、その他意見等

国・県 市債 基金 その他

評
価

⑤将来性について

説
明

市の農業経営基盤の強化の促進に
関する基本的な構想に基づいて、貸
付申込により、農地中間管理機構へ
農地の貸付けを行った地域や出し手
へ補助金を交付する。

本事業は国の施策と合致する。 平成２６年度より本事業を国は推奨し
ており、平成３０年度までの機構集積
協力金の交付は明確化されている
が、それ以降の交付は不明である。

農地の集積・集約化を行うことで、担
い手の効率的かつ安定的な農業経
営に寄与する。

今後、農業者の高齢化や後継者不
足等による荒廃農地の増加が懸念さ
れており、農地を集積・集約化して
人・農地プランに位置付けされている
担い手に貸付けることで農地の保全
管理に繋がる。

事業全体概要 Ｈ２８年度　事業詳細

農業生産性の向上、生産コストの削減及び農地の適正保全を図る上で土地所有者が耕作を続ける
ことが困難な農地について、農地中間管理機構がその農地の中間受け皿となって借受け、担い手
がまとまりのある形で利用できるように配慮して農地貸付けを行う事業であり、この事業を活用して
農地の貸付け等を行った地域や出し手に協力金（国費：１００％）を交付する。
（①地域集積協力金　②経営転換協力金　③耕作者集積協力金）

農業振興地域内の農用地を対象に、農地の集積・集約化を進めるに当り、地域住民への本事業の
ＰＲを行うとともに、機構集積協力金交付事業を活用する。

機構集積協力金（補助金）　　　10,000千円
①地域集積協力金
②経営転換協力金

評
価
項
目

①計画性について ②公益性について ③事業時期（緊急性）について ④合理性（効率性）について

年度 千円

評価対象事業名 区　　　　分

機構集積協力金交付事業 新規 主要施策 懸案事業
企画部長が

指定する事業 継続事業

計画なし 平成 26 年度 ～ 平成 10,000

事業ヒアリングシート
所　　属 計　画　名 実　施　期　間 全体事業予算 Ｈ２８年度事業予算

千円 10,000商工農政課
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7,660

事業ヒアリングシート
所　　属 計　画　名 実　施　期　間 全体事業予算 Ｈ２８年度事業予算

千円 7,020商工農政課 計画なし 平成 15 年度 ～ 平成 年度 千円

評価対象事業名 区　　　　分

みずほふれあいフェスタ 新規 主要施策 懸案事業
企画部長が

指定する事業 継続事業

事業全体概要 Ｈ２８年度　事業詳細

瑞穂市の魅力に溢れ、集客力のある「みずほふれあいフェスタ」を企画・実施することで、当市の特
産品の浸透及び販売拡大を図るとともに、瑞穂市の活性化を図るもの。
また、市内名所史跡、天然記念物、文化的催し、お祭り等の観光資源を「みずほふれあいフェスタ」
を活用してＰＲする。

当市の特産物である「富有柿」を積極的にＰＲし、かつ販売力を強化するためのイベント等を実施す
る。
これまでの２日間開催を改め、１日（日曜日のみ）開催とする。

委託料　7,020千円

評
価
項
目

①計画性について ②公益性について ③事業時期（緊急性）について ④合理性（効率性）について ⑤将来性について

説
明

市のＰＲに繋がるイベントとなるよう
に、毎年、開催内容について検討し、
１１月第１土日曜日に開催する。

当該事業は、「まちづくり」の一環であ
り、市民憲章の理念にも合致する。

瑞穂市のイベント定着のため、毎年１
１月第１土日開催とする。

市民参画による協働の「まちづくり」を
進めるためにも必要な事業であり、
近隣市町においても同様の事業を実
施している。

近年の財政状況を鑑み、厳しい状況
ではあるが、「瑞穂市まちづくり基本
条例」においても、市民の自主性と自
立性が担保された「まちづくり」を進
めるために、内容の一部見直しはあ
るものの必要な事業と考える。

評
価

A A A A A

限られた施設を効率的に活用し計画
どおり実施された。

市民（来場者）が一つの会場に集い
交流を図るとともに、出店や出演する
市民が協力し合い一つのイベントを
作り上げることができた。

１１月の最初の土日はふれあいフェ
スタが開催されると認識、定着化して
いる。

市民のコミュニティの場を増やすため
に、限られたスペースにより多くの出
店が可能となるよう見直しをして実施
することができた。

会場の駐車場の確保が困難になる
可能性があり、開催場所の見直しも
視野に入れて検討する必要がある。

年
度

事　業　内　容 事業費
財源内訳（千円） 課題、懸案、その他意見等

国・県 市債 基金 その他 一財 ・すべての市民が認識するイベント化

26
実
績

みずほふれあいフェスタ２０１４
決
算

9,332
千
円

9,332

目標の設定

27
計
画

みずほふれあいフェスタ２０１５
予
算

9,400
千
円

9,400
・すべての市民の参加（実績：Ｈ26　１４，５００人（２日間））
Ｈ２７　１５，０００人（２日間）
Ｈ２８　 ８，０００人（１日）
Ｈ２９　 ９，０００人（１日）

28
計
画

みずほふれあいフェスタ２０１６
概
算

7,020
千
円

7,020 監査指摘事項の対応（監査委員監査及び外部監査）

・平成２４年１２月１９日実施の委託料に係る監査について、全ての
指摘事項を措置済みとする対応を行った。(実行委員会への委託を
やめ、市直営としたこと、他）29

計
画

みずほふれあいフェスタ２０１７
概
算

7,150
千
円

7,150
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198,100

事業ヒアリングシート
所　　属 計　画　名 実　施　期　間 全体事業予算 Ｈ２８年度事業予算

千円 21,600環境課 一般廃棄物処理基本計画 平成 26 年度 ～ 35平成 年度 千円

評価対象事業名 区　　　　分

一般廃棄物処理場整備事業 新規 主要施策 懸案事業
企画部長が

指定する事業 継続事業

事業全体概要 Ｈ２８年度　事業詳細
　一般廃棄物最終処分場（既に廃止済）の美来の森と巣南集積場は、粗大ごみ等の持ち込み施設
（ストックヤード）として利用しているが、一般廃棄物処理基本計画では、循環型社会システムの構築
には、リサイクル率の向上が不可欠であり、そのために既存の“美来の森”の利用方法について、よ
り市民が利用しやすくごみの分別が促進される施設となるよう、施設改修（仮称　エコステーション）
を含めた機能強化の必要性が課題として挙げられている。

Ｈ２８年度事業費　21,600千円
　委託料　業務委託料　施設改修実施設計

評
価
項
目

①計画性について ②公益性について ③事業時期（緊急性）について ④合理性（効率性）について ⑤将来性について

説
明

　一般廃棄物処理基本計画において
リサイクルの拠点として位置付けられ
ており、今後も引き続き利用していく
こととなるが、同計画の中でも市民が
気軽に持ち込める施設（仮称　エコス
テーション）とすることが課題として挙
げられている。

　リサイクルの拠点施設として使用す
ることで公益性はあるものの、既存の
美来の森の施設で行い得る方法を模
索し、市民が気軽に持ち込める施設
（仮称　エコステーション）として整備
することでより公益性が高まる施設と
なる。
　また、美来の森館についても、フ
リーマーケットの開催や学校行事等
で使用している。

　一般廃棄物処理基本計画上では、
美来の森の整備にあっては平成28年
度から実施する計画となっているが、
かなりの財政出動が予想されるととも
に、議会をはじめとして、周辺自治会
に対し十分な説明と理解を得ることが
必要不可欠であり、慎重な対応と期
間を要するものと考えられる。

　循環型社会の構築にはリサイクル
率の向上は不可欠であり、市民が気
軽に持ち込める施設（仮称　エコス
テーション）、リサイクルの拠点施設と
して整備することで、一般廃棄物処理
基本計画に掲げられているリサイク
ル率の向上、ひいては瑞穂市のごみ
減量化にも寄与することにもなり合理
性のある施設となる。

　循環型社会の構築にはリサイクル
率の向上は不可欠であり、市民が気
軽に持ち込める施設（仮称　エコス
テーション）、リサイクルの拠点施設
として整備することで、一般廃棄物処
理基本計画に掲げられているリサイ
クル率の向上、ひいては瑞穂市のご
み減量化にも寄与できる。

評
価

A A B B B

　一般廃棄物処理基本計画に基づ
き、市民が利用しやすく、従事する職
員の安全が確保される施設として美
来の森及び巣南集積場の改修を含
めた基本構想を策定できた。

　市民が気軽にごみを持ち込める利
便性の高い施設となるよう基本構想
に基づいて整備するとともに、ごみの
減量化に努め、自治体として一般廃
棄物の処理責任を果たしていく。

　一般廃棄物処理基本計画及び基本
構想に基づき、財源の許す範囲で計
画的に整備していく。

　廃棄物減量等推進審議会並びに廃
棄物減量等推進員連絡会議などで
審議、議論し、より市民の声を反映さ
せる形で推進する必要がある。

　市民が気軽にごみを持ち込める施
設となるよう整備し、一般廃棄物処
理基本計画に掲げるリサイクル率の
向上、ごみの減量化の目標数値を達
成する。

年
度

事　業　内　容 事業費
財源内訳（千円） 課題、懸案、その他意見等

国・県 市債 基金 その他 一財 　美来の森の整備にあっては、議会をはじめ、周辺自治会に対し十
分な説明をし、理解を得ることが必要不可欠であり、事業費について
も高額となることが予想されるため、慎重な対応と期間を要するもの
と考えられる。26

実
績

一般廃棄物処理場整備事業
決
算

1,512
千
円

1,512

目標の設定

27
計
画

一般廃棄物処理場整備事業
予
算

千
円

　市民が気軽に資源物を搬入できるようなリサイクルの拠点施設とし
て整備することが理想であり、それによりリサイクル率の向上（一般
廃棄物処理基本計画上の目標　平成３５年　３０％）とともにごみの
減量化を果たす。

28
計
画

一般廃棄物処理場整備事業（実施設計）
概
算

21,600
千
円

21,600 監査指摘事項の対応（監査委員監査及び外部監査）

29
計
画

一般廃棄物処理場整備事業（テント屋根設置）
概
算

92,000
千
円

92,000
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29
計
画

概
算

千
円

28
計
画

配水池新設工事
概
算

488,000
千
円

87,163
　平成２８年度に新設配水池完成。

488,000 監査指摘事項の対応（監査委員監査及び外部監査）

　該当なし

　取得予定地の不動産鑑定評価、測
量業務、また配水池新設基本設計業
務等計画的に実施することができ
た。

　別府水源地配水池更新整備（耐震
化）により、今後安全な水道水を安定
して供給することができる。

　平成２４年度の別府水源地ＲＣ配水
池耐震診断を行って以降、ほぼ計画
どおり進んでいる。

　施設を更新するにあたり、効率性・
経済性等の比較検討を行なった結果
を踏まえ新設工事を行っている。

一財 　敷地の造成工事において適切な施工管理方法を検討する。

26
実
績

配水池新設基本設計業務
配水池新設用地の不動産鑑定評価
配水池新設用地の測量業務　　　　　　Ａ＝９７６．０７
㎡

決
算

3,975
千
円

3,975

目標の設定

27
計
画

配水池新設用地購入
配水池新設詳細設計業務
配水池新設用地の地質調査業務
配水池新設用地の造成設計業務、造成工事

予
算

87,163
千
円

年
度

事　業　内　容 事業費
財源内訳（千円） 課題、懸案、その他意見等

国・県 市債 基金 その他

⑤将来性について

説
明

　平成２４年度には別府水源地ＲＣ配
水池耐震診断を行い、平成２５年度
には別府水源地施設更新検討を行っ
た結果に基づき実施している。

　災害時においても十分機能する耐
震性配水池を整備し、安全な水道水
を安定して供給する。

　昭和４９年建設後４１年を経過し、
経年劣化が進み耐震構造になってい
ない施設であり、早急に更新する必
要がある。

　人口増加や生活水準の向上等によ
り水需要は増加することが予想され
るため、普及率の向上とともに、良質
かつ清浄で安全な水を安定的に供給
できるよう、施設の拡充整備や適正
な管理が必要である。

　水源地更新整備（耐震化）により、
安全な水道水を安定して供給するこ
とができる。

事業全体概要 Ｈ２８年度　事業詳細
　別府水源地は昭和４９年度に建設され、平成７～１２年にかけ水源地拡張工事を行っているが、当
初から使用しているＲＣ造配水池は老朽化が進んでおり、また耐震構造になっていない。
　そこで、ＲＣ造配水池の耐震補強も含め施設を更新する場合の効率性、経済性等の比較検討を
行った結果、別府水源地敷地内では他の構造物などの影響で制限があり、また現在のＲＣ造配水池
を稼動させながら建設することを考慮し、既存敷地南西側に隣接する土地を取得したうえで新たに
配水池を建設する。

　配水池新設工事費　　　488,000千円

評
価
項
目

①計画性について ②公益性について ③事業時期（緊急性）について ④合理性（効率性）について

　いつ発生するかわからない震災等
に対応できる施設となる。評

価

A A A A A

別府水源地配水池更新整備（耐震化）計画 新規 主要施策 懸案事業
企画部長が

指定する事業 継続事業

平成 28 年度 579,138 千円 488,000上水道課 施設維持管理適正化計画 平成 25 年度 ～

事業ヒアリングシート
所　　属 計　画　名 実　施　期　間 全体事業予算 Ｈ２８年度事業予算

千円

評価対象事業名 区　　　　分
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事業全体概要 Ｈ２８年度　事業詳細
　平成２７年１月２７日付け総務大臣通知により、人口３万人以上の自治体の下水道事業
は、平成３２年４月までに公営企業会計の適用を行うこととなった。
対象事業　　特定環境保全公共下水道事業（西処理区）
（瑞穂市）　農業集落排水事業（呂久処理区）・・・（任意適用）
　　　　　　コミュニティ・プラント（別府処理区）・・・（任意適用）
適用時期　　平成３０年４月から上記３事業をまとめて下水道事業会計として１つの企業会
計
　　　　　　とする。

　平成２８年度及び平成２９年度（債務負担）に２ヶ年で次の業務委託を行う。
　法適化に合わせコミュニティ・プラントは公共下水道（瑞穂処理区）に移管する。
【委託業務の内容】
・資産調査及び取りまとめ
・経営計画書作成
・条例・規程整備
・会計システム導入

区　　　　分

西地区下水道事業一般管理費
農業集落排水事業管理経費

新規 主要施策 懸案事業
企画部長が
指定する事業

平成

継続事業

29 年度 10,000 千円 5,000 千円

実　施　期　間 全体事業予算 Ｈ２８年度事業予算

下水道課 下水道事業の地方公営企業法適化計画 平成 28 年度 ～

目標の設定

事業の進捗　Ｈ２７年度　６０％
　　　　　　Ｈ２８年度　４０％
　　　　　　Ｈ３０年度　法適化（企業会計に移行）

　資産の減価償却費を把握するこ
とが可能となり、維持修繕改築費
の将来負担の把握が容易となる。

課題、懸案、その他意見等

　地方公営企業の法適化にかかる費用の財源を起債とした場合
は、普通交付税措置の対象となる。（交付税率４９％）
　一般的に瑞穂市の行政規模では、下水道事業の法適化によ
り、水道事業と下水道事業の統合が効率的となる。

　全国３万人以上の自治体すべて
が対象

　瑞穂市では、平成３０年４月を
予定する。

評
価
項
目

説
明

評
価

①平成２７年１月２７日付け総務
大臣通知（公営企業会計の適用）
②平成３２年４月期限

⑤将来性について

事業ヒアリングシート

千
円

千
円

④合理性（効率性）について

所　　属 計　画　名

評価対象事業名

28

③事業時期（緊急性）について

29
条例・規程整備
会計システム導入

概
算

資産調査及び取りまとめ
経営計画書作成

実
績

千
円

計
画

26

財源内訳（千円）

5,000
千
円

市債 基金

年
度

27

5,000

①計画性について ②公益性について

その他
事　業　内　容 事業費

一財国・県

　企業会計方式は官庁会計方式に
対して専門性が高く、職員の能力
向上のために外部研修への参加や
簿記資格の取得に努める。

計
画

決
算

予
算

概
算

計
画

5,000

5,000

監査指摘事項の対応（監査委員監査及び外部監査）

なし
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ｃ

～

公共下水道整備事業計画 新規 主要施策 懸案事業
企画部長が
指定する事業

評価対象事業名 区　　　　分

継続事業

計　画　名 実　施　期　間 全体事業予算 Ｈ２８年度事業予算

下水道課 瑞穂市公共下水道全体計画 平成 26 年度

50,000

監査指摘事項の対応（監査委員監査及び外部監査）

なし

29
計
画

下水道管工事
概
算

1,000,000
千
円

450,000 500,000

千
円

80,000 79,600 8,400

17,158
Ｈ２７年度　下水道法及び都市計画法事業認可申請（第１期）
Ｈ２８年度　下水道管にかかる地質調査及び詳細設計
Ｈ２９年度　下水道管工事

28
計
画

下水道管に係る地質調査業務委託
下水道管詳細設計業務委託

概
算

168,000

4,634

目標の設定

27
計
画

下水道法及び都市計画法事業認可図書作成業務委
託
（平成２６年度明許繰越）

予
算

17,158
千
円

・下水処理場用地の確保
・早期整備が必要な地域への対応

26
実
績

都市計画決定図書作成業務委託
決
算

4,634
千
円

年
度

事　業　内　容 事業費
財源内訳（千円） 課題、懸案、その他意見等

国・県 市債 基金 その他 一財

　汚水処理施設に係る維持管理の
費用対効果、公共用水域の水質保
全及び各施設の公平性から、市街
地には公共下水道は最低限必要な
施設である。

A A

　都市計画決定に当り、パブリッ
クコメント、都市計画公聴会や法
定縦覧などを行い意見募集、情報
公開を行い、岐阜県知事の協議を
経て事業を進めた。

　法定事項、水環境、汚水処理施
設の効率性、浸水防除などから、
市街地には公共下水道整備が求め
られている。

　公共下水道の早期普及が必要と
なっており、そのためには下水処
理場が不可欠であるため、その用
地確保に伴う市民理解に努めなけ
ればならない。

　市街化区域すべてを浄化槽で整
備した場合、長期的財政負担、水
質、効率性、公平性、物理的条件
などから課題が多く、現在の計画
が合理的なものとなっている。

　公共下水道の事業効果を早期に
発揮させるためには、排水設備の
接続が不可欠であり、合併処理浄
化槽の普及を考慮した下水道管整
備計画とする。

評
価

A A A

⑤将来性について

説
明

　瑞穂市上下水道事業審議会に「今後
の汚水処理施設整備のあり方」を諮問
し、当審議会の答申に基づき、瑞穂市
下水道基本構想及び公共下水道全体計
画を策定し、市民向けの「公共下水道
等現状説明会」を開催し事業を進めて
いる。また、平成２７年４月には、都
市計画決定を行った。

　都市計画法第１１条、１３条の
規定に基づき事業を進めている。
　岐阜都市マスや流総計画といっ
た上位計画との整合を図ってい
る。

　公共用水域の水質汚濁や新築住
宅の建築増加に伴い、公共下水道
整備が急務となっている。

　国土交通省、農林水産省及び環
境省による「効率的な汚水処理施
設整備のための都道府県構想マ
ニュアル」に基づき、公共下水道
が効率的である区域を計画区域と
している。

年度

評
価
項
目

①計画性について ②公益性について ③事業時期（緊急性）について

Ｈ２８年度　事業詳細
瑞穂市公共下水道（瑞穂処理区）
　全体計画面積　１，２７１ha
　（市街化区域１，１５１ha、市街化調整区域５２ha、準都市計画区域６８ha）
　整備完了予定年次　当初事業認可から３０年
　計画人口　４６，７００人
　計画汚水量　１９，５８０ｍ3／日最大
　処理方式　凝集剤添加型高度処理オキシデーションディッチ法
　全体事業費　３５，９４０百万円

平成２８年度
　・下水道管にかかる地質調査業務委託
　・下水道管詳細設計業務委託
平成２９年度～
　・下水道管整備
　・下水処理場整備

④合理性（効率性）について

事業ヒアリングシート
所　　属

事業全体概要

35,940,000 千円 168,000 千円平成 57
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132,068

0 監査指摘事項の対応（監査委員監査及び外部監査）

28
計
画

南保育・教育センター改修工事
南保育・教育センター改修工事監理

概
算

132,068
千
円

27
計
画

予
算

千
円

0
施設管理計画により、平成２８年度中に改修工事を行う

1,008

目標の設定

26
実
績

決
算

千
円

一財 子ども・子育て支援計画の中での保育所施設の方向性とそれに伴う
施設管理計画の見直し

25
実
績

南保育・教育センター改修工事設計
決
算

1,008
千
円

施設の長寿命化が図れる整備内容
の設計が出来た。

年
度

事　業　内　容 事業費
財源内訳（千円） 課題、懸案、その他意見等

国・県 市債 基金 その他

評
価

A A C A A

市の財政状況等を顧慮した柔軟な維
持管理計画の見直しができた。

維持管理計画の目的である安全で快
適な施設計画ができた。

改修時期が維持管理計画の見直し
により先送りとなった。

施設管理計画において、施設全体で
の改修工事の設計を行ったことで、
共通仮設費等の経費削減が図れた。

⑤将来性について

説
明

施設管理計画に基づき、毎年先５年
間の計画を見直し、教育委員会の意
見聴取のもと議会へ説明しながら整
備を進める。

老朽化に伴う園舎等の長寿命化が図
れる。

施設管理計画の見直しの中で計画
し、実施をしていく。

施設管理計画において、共通仮設費
等経費の削減を図れる。

老朽化に伴う園舎等の長寿命化が
図れる。

事業全体概要 Ｈ２８年度　事業詳細
　市内９保育所の老朽化（長寿命化）対策として、平成２４年度に策定した小中学校等施設管理計画
に基づき、園舎等を常に安全で快適な施設として整備を図る。

財　源　公立の場合、国の施設補助無

平成２８年度
　南保育・教育センター大規模改修工事　129,962千円
　南保育・教育センター大規模改修監理　　 2,106千円
※ 未満児、子育て支援拡充のため、施設の増築（鉄骨平屋）
これまでの経緯
　Ｈ２５　南保育・教育センター大規模改修実施設計
竣工年：昭和５０年（築４０年）
工事概要：屋根・外壁・内装・空調・給水・電気

評
価
項
目

①計画性について ②公益性について ③事業時期（緊急性）について ④合理性（効率性）について

年度 千円

評価対象事業名 区　　　　分

南保育・教育センター大規模改修事業 新規 主要施策 懸案事業
企画部長が

指定する事業 継続事業

保育所施設整備計画 平成 25 年度 ～ 28平成 133,076

事業ヒアリングシート
所　　属 計　画　名 実　施　期　間 全体事業予算 Ｈ２８年度事業予算

千円 132,068教育総務課
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143,375

監査指摘事項の対応（監査委員監査及び外部監査）

概
算

215,062
千
円

71,687

27
計
画

予
算

千
円

28
計
画

南小学校大規模改修工事
南小学校大規模改修工事監理

国（文部科学省）の施策や財政状況等に柔軟に対応するため、施設
管理計画を１５年計画の中で、先５年間を毎年見直

1,743

目標の設定

26
実
績

　
決
算

　
千
円

一財 市の全体予算において、義務教育施設の優先的な位置付

25
実
績

南小学校大規模改修設計
決
算

1,743
千
円

施設の長寿命化が図れる整備内容
の設計が出来た。

年
度

事　業　内　容 事業費
財源内訳（千円） 課題、懸案、その他意見等

国・県 市債 基金 その他

評
価

A A C A A

国の施策等を顧慮した柔軟な維持管
理計画の見直しができた。

維持管理計画の目的である安全で快
適な施設計画ができた。

改修時期が維持管理計画の見直し
により先送りとなった。

施設管理計画において、施設全体で
の改修工事の設計を行ったことで、
共通仮設費等の経費削減が図れた。

⑤将来性について

説
明

施設管理計画に基づき、毎年先５年
間の計画を見直し、教育委員会の意
見聴取のもと議会へ説明しながら整
備を進める。

老朽化に伴う校舎等の長寿命化が図
れる。

毎年施設管理計画を見直す（先５年
間）ことにより、国等の施策等に対応
した、柔軟な施設整備ができる。

施設管理計画において、共通仮設費
等経費の削減を図れる。

老朽化に伴う校舎等の長寿命化が
図れる。

事業全体概要 Ｈ２８年度　事業詳細
　市内７小学校の老朽化（長寿命化）対策として、平成２４年度に策定した小中学校等施設管理計画
に基づき、校舎、体育館、プール等を常に安全で快適な施設として整備を図る。

財　　源　学校施設環境改善交付金　 １/３

平成２８年度
　南小学校大規模改修工事　　　　　　　　　　　210,845千円
　南小学校大規模改修工事監理　　　　　　　　　 4,217千円

これまでの経緯
　Ｈ２５　西・南小学校大規模改修設計
竣工年：北舎昭和４９年（築４１年）、東舎昭和５４年（築３６年）、南舎昭和５９年（築３１年）
工事概要：屋根・外壁・内装・給水・電気・トイレ

評
価
項
目

①計画性について ②公益性について ③事業時期（緊急性）について ④合理性（効率性）について

年度 千円

評価対象事業名 区　　　　分

南小学校大規模改修事業 新規 主要施策 懸案事業
企画部長が

指定する事業 継続事業

小学校施設整備計画 平成 25 年度 ～ 28平成 216,805

事業ヒアリングシート
所　　属 計　画　名 実　施　期　間 全体事業予算 Ｈ２８年度事業予算

千円 215,062教育総務課
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事業ヒアリングシート
所　　属

市内３中学校の校舎、体育館、プール等が、常に安全で快適な施設、地域の拠点施設として整備を
図る。

財　　源　学校施設環境改善交付金　 １/３

近年の異常気象による猛暑日が想定される中、生徒の健康面はもちろんのこと、学習意欲の向上
を図るため、施設管理計画にて教室のエアコン設置を計画。
これまでの経緯
　Ｈ２５　施設管理計画の見直しにおいて３年計画で教室のエアコン整備計画策定
　Ｈ２６　３年計画を２年計画に見直し　教室エアコン設置設計契約
　　　　　Ｈ２７　全小学校　Ｈ２８　全中学校
今後の計画
　Ｈ２８　教室エアコン設置工事及び監理　　361,000千円

事業全体概要

363,161 千円 361,000 千円平成 28 年度

評価対象事業名

評
価
項
目

①計画性について ②公益性について ③事業時期（緊急性）について ④合理性（効率性）について

評
価

⑤将来性について

説
明

施設管理計画に基づき、毎年先５年
間の計画を見直し、教育委員会の意
見聴取のもと議会へ説明しながら整
備を進める。

生徒の健康面、学習意欲の向上が
期待できる。

平成２８年度中に全中学校の教室エ
アコン設置工事を行なう。

中学校間での年度の開きがなく、一
斉に教室エアコン設置ができる。

教室エアコン設置による維持管理コ
スト抑制のため、学校による運用基
準の策定をする。

A

国の施策等を顧慮した柔軟な維持管
理計画の見直しができた。

維持管理計画の目的である安全で快
適な施設計画ができた。

エアコン設置時期が維持管理計画の
見直しにより先送りとなった。

中学校間での年度の開きがなく、一
斉に教室エアコン設置ができるよう設
計を行うことが出来た。

A A C

年
度

事　業　内　容 事業費
財源内訳（千円） 課題、懸案、その他意見等

国・県 市債 基金 その他 一財 教室エアコン設置による維持費（電気代等）の抑制のため、運用基
準を策定

26
実
績

全中学校教室エアコン設置工事調査設計
決
算

2,161
千
円

2,161

目標の設定

27
計
画

予
算

千
円

平成２８度までに全中学校の教室にエアコン設置

28
計
画

全中学校教室エアコン設置工事
全中学校教室エアコン設置工事監理

概
算

361,000 40,000 667

0

千
円

千
円

120,333 200,000

0

監査指摘事項の対応（監査委員監査及び外部監査）

29
計
画

概
算

計　画　名 実　施　期　間 全体事業予算 Ｈ２８年度事業予算

教育総務課 中学校施設整備計画 平成 26 年度 ～

Ｈ２８年度　事業詳細

区　　　　分

中学校教室エアコン整備事業 新規 主要施策 懸案事業
企画部長が

指定する事業 継続事業
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事業全体概要 Ｈ２８年度　事業詳細
ＰＴＡ連合会と連携し、親子で献立を考えることにより親子の触れ合いや食育の機会をつくる。
選考された献立は、新しいメニューとして実際に給食の献立として採用する。

小学校５・６年生及び中学生の親子を対象とする。
第一次審査（書類審査）で９作品を選出する。
第二次審査は、親子が実際に調理をし審査をする。
　　・賞状　９枚　　　　　　　　　　　　1,080円(10枚分用紙）
　　・副賞(図書カード）　最優秀賞　 3,000円×1作品＝3,000円
　　　　　　　　　　　　　　 優秀賞       2,000円×3作品＝6,000円
　　・食材費（１グループ　上限1,000円）　　　9,000円
　　・その他（消耗品及び郵送料）　　　　　　11,000円
 
募集は９月（長期休暇である夏休み期間に親子で考えるようにする）に実施する。
審査員は、教育長・教育総務課長・学校教育課長・商工農政課長・ＰＴＡ連合会・瑞穂市給食セン
ター運営委員会の小中学校長・小中学校の教諭代表・栄養教諭

区　　　　分

給食センター　　親子でつくる給食献立事業 新規 主要施策 懸案事業
企画部長が

指定する事業

平成

継続事業

年度 30 千円 30 千円

実　施　期　間 全体事業予算 Ｈ２８年度事業予算

給食センター 親子でつくる給食献立 平成 28 年度 ～

目標の設定

多数の応募を期待している。

親子で給食の献立を考えることによ
り、親子でバランスのとれた食事を摂
ることの重要性を身につけることがで
きる。

課題、懸案、その他意見等

地産地消を前提に魅力ある献立の作成を親子で作成しなければな
らない。
県主催の中学生学校給食選手権との区別について配慮が必要。

食材に瑞穂市内及び岐阜県内産の
農産物を使用することにより、「地産
地消」「食文化」への理解を深めるこ
とができる。

平成２６年度の給食センター運営委
員会にて親子でつくる給食献立につ
いて提案があった。

評
価
項
目

説
明

評
価

①給食センター運営委員会にて事業
説明
②各学校にて募集
③第一次審査（書類選考）
④第二次審査（実際に調理をする）
④献立は、瑞穂市の給食献立として
取り入れる。

⑤将来性について

事業ヒアリングシート

千
円

千
円

④合理性（効率性）について

所　　属 計　画　名

評価対象事業名

28

③事業時期（緊急性）について

29 親子でつくる給食献立を募集
概
算

親子でつくる給食献立を募集

実
績

千
円

計
画

26

財源内訳（千円）

30
千
円

市債 基金

年
度

27

30

①計画性について ②公益性について

その他
事　業　内　容 事業費

一財国・県

献立を考えることにより、親子の会話
や食育の機会が生まれ親子で触れ
合う機会を提供する。

計
画

決
算

予
算

概
算

事業計画

計
画

30

30

監査指摘事項の対応（監査委員監査及び外部監査）
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（Ｈ２７）　　３歳児　　定員数  ６０人

（Ｈ２８）　　３歳児　　定員数  ８８人　　１学級増

（Ｈ２９）　　３歳児　　定員数  ８８人

（Ｈ３０）　　３歳児　　定員数１００人　　１学級増

３歳児保育拡充に向けての検討・準備

３歳児受け入れ（定員増）に伴う条例整備及び募集 23,149 131,06529
計
画

概
算

154,214
千
円

23,149 131,065 監査指摘事項の対応（監査委員監査及び外部監査）

21,431 121,336

28
計
画

概
算

154,214
千
円

目標の設定

27
計
画

３歳児受け入れ（定員増）に伴う条例整備及び募集
予
算

142,767
千
円

26
実
績

決
算

千
円

国・県 市債 基金 その他 一財

平成２８年度の対応のため、２７年の
募集開始までに体制を整備した。平
成２９年以降に向けても受け入れ体
制の整備を検討する必要がある。

３歳児保育について、保護者のニー
ズに応える必要性がある。

現在、待機児童が発生しているので
早急に対応が求められている。

現在、待機児童が発生しているので
早急に対応する必要が求められてい
る。

幼児支援課の保育所と連携をし待機
児童の解消を図ることができる。

年
度

事　業　内　容 事業費
財源内訳（千円） 課題、懸案、その他意見等

ほづみ幼稚園にて３歳児を受入れる
ことにより、待機児童の解消を図る。

平成２８年度に引き続き、３０年度に
も更に定員増で受入れするため、平
成２９年７月に平成３０年度幼稚園児
の募集を実施する。

待機児童の解消には幼稚園の入園
児の拡大は必要不可欠である。

平成２７年度からの子ども・子育て支
援計画に基づいた、ほづみ幼稚園の
整備を今後も継続する。

評
価

A A A A A

評
価
項
目

①計画性について ②公益性について ③事業時期（緊急性）について ④合理性（効率性）について ⑤将来性について

説
明

平成２７年度同様、今後においても教
育委員会及び議会への説明を行う。
受入れ体制が整備され次第、条例整
備を行う。

１１５名

入園児数 ６０名 ６６名 ６０名 ６６名 ８８名

H25年入園申込
（H26入園）

H26年入園申込
（H27入園）

H27年入園申込
（H28入園）

申込園児数 ９９名 １２８名 １３５名 １２８名

事業全体概要 Ｈ２８年度　事業詳細

　幼稚園の在り方を検討し、従来の５歳児に特化した幼稚園から時代のニーズに合わせた３歳、４歳、５歳の３年
保育に平成２３年度から変更し維持している。

ほづみ幼稚園では３歳児の入園希望のニーズが高く、毎年６０名前後が入園申込しても入園できない状況
であるため、３歳児の受入を拡充する。また、近年、入園申込者数は減少している傾向にあるが、未だに定
員を大きく上回っている現状があるため、平成３０年度に定員を１００人に増やす計画である。３歳児の入園希望者数の推移

H23年入園申込
（H24入園）

H24年入園申込
（H25入園）

年度 千円

評価対象事業名 区　　　　分

ほづみ幼稚園 新規 主要施策 懸案事業
企画部長が

指定する事業 継続事業

ほづみ幼稚園の今後の動向 平成 年度 ～ 平成 154,214

事業ヒアリングシート
所　　属 計　画　名 実　施　期　間 全体事業予算 Ｈ２８年度事業予算

千円 154,214学校教育課、ほづみ幼稚園
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2,453

2,453 監査指摘事項の対応（監査委員監査及び外部監査）

29
計
画

瑞穂市教育支援センター事業
概
算

2,453
千
円

28
計
画

瑞穂市教育支援センター事業
概
算

2,453
千
円

目標の設定

27
計
画

予
算

千
円

一財

26
実
績

決
算

千
円

年
度

事　業　内　容 事業費
財源内訳（千円） 課題、懸案、その他意見等

国・県 市債 基金 その他

評
価

④合理性（効率性）について ⑤将来性について

説
明

「学力向上」
４月：全国学力状況調査　８月：結果分析
　※随時授業改善等に関する指導
「若手教員指導」
５～７月：授業参観・研究会・指導
７～８月：研修交流
　※その他、研修講座開催

　児童生徒が確かな学力を身に付け、生
きる力を育むことは、保護者や地域の強
い願いであるだけでなく、児童生徒一人一
人の自己実現のために大切である。

　学力向上及び指導力向上は言うまでも
なく、喫緊の課題であり、早急に実施する
必要がある。特に本市は、３５才までの若
手教員が４６％と約半数を占めている歪
な年齢構成であり、年々この傾向は強
まっている。市の教育の質の向上は、若
手教員の資質向上如何であると言っても
過言ではない。

　若手が多くを占める本市の年齢構成で
は、若手教員の資質向上を重点に取り組
むことが、市全体の教師の資質向上を図
る上で効率的である。また、経験の少ない
若手の指導力アップが、児童生徒の学力
向上に直結する。

　学力向上及び指導力向上は、喫緊の課
題であり、これらの研修は今後も充実さ
れ継続されるべきである。これが、児童生
徒の確かな学力となり、生きる力を育むこ
ととなる。

事業全体概要 Ｈ２８年度　事業詳細
【瑞穂市教育支援センター条例第３条より(１)～(６)】
（１）調査及び研究に関すること
　①各調査のとりまとめ及び分析（学力状況調査含）
　②教育実践記録審査
（２）教職員等の資質向上に関する研修等に関すること
　①各種研修の実施（教職員夏季研修講座含む）
　②各校への授業研究等への講師派遣
（３）資料の収集、作成等に関すること
　①資料の収集等（教科書展示も含む）

　②教育の啓発に関する機関誌の発行
（４）社会教育の振興に関すること
　①学校訪問・適応指導教室（アジサイスクール）
　②不登校児童生徒を持つ親の会(ハナミズキの会)
　③スクールカウンセラー活用調査研究等
（５）その他教育に関すること
　・地域人材の養成・確保　地域人材のリスト作成
（６）教育の振興に関すること
　・教師、地域に情報発信

《新たな取り組み》（以下２点）
（１）の「学力向上」に関する取り組みの充実
　・全国や県の学力状況調査を分析し、成果・課題を明らかにする。これをもとに、授業改善や望ましいスパイラ
ルな学習のあり方等を明確にし、各校に啓発・指導を行い、学力向上を図る。
（２）の「若手教員の資質向上」の取り組みの充実
　・今年度（Ｈ２７）は、２２～３０才が約３５％、３５才までの若手教員となると４６％と約半数を占めており、年々こ
の傾向は強まっている。若手教員対象の研修を強化し、資質向上を図る。
《予算》
　瑞穂市教育支援センター長として、退職校長から採用する（嘱託職員）。　204,400円×12=2,452,800円

評
価
項
目

①計画性について ②公益性について ③事業時期（緊急性）について

年度 千円

評価対象事業名 区　　　　分

瑞穂市教育支援センター事業 新規 主要施策 懸案事業
企画部長が

指定する事業 継続事業

瑞穂市教育支援センター事業 平成 28 年度 ～ 平成 2,453

事業ヒアリングシート
所　　属 計　画　名 実　施　期　間 全体事業予算 Ｈ２８年度事業予算

千円 2,453学校教育課
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1,497

事業ヒアリングシート
所　　属 計　画　名 実　施　期　間 全体事業予算 Ｈ２８年度事業予算

千円 1,497学校教育課 ＩＣＴ教育の推進 平成 27 年度 ～ 29 年度 千円

評価対象事業名 区　　　　分

ＩＣＴ教育の推進 新規 主要施策 懸案事業
企画部長が

指定する事業 継続事業

平成

事業全体概要 Ｈ２８年度　事業詳細
瑞穂市の児童生徒一人一人に、確かな学力をつけることは、児童生徒のみならず、保護者にとって
も願いである。｢生きる力｣を身に付けるために、ＩＣＴ機器を活用した情報活用能力の育成が、求めら
れている。瑞穂市においても整備の遅れているＩＣＴ機器の整備を行い、その有効性を検証し、長期
的な展望のもと、ＩＣＴ機器の指導力向上と、児童生徒の有効的な活用力を身に付ける教育を進めて
いく。
　Ｈ２７年度　３中学校へのタブレット導入と活用のための研修
　Ｈ２８年度　実践発表及び公表会等でのICT機器活用の検証
　Ｈ２９年度　各中学校への電子黒板導入
　Ｈ３０年度　小学校へのＩＣＴ機器導入

①３中学校でのＩＣＴ機器を活用した授業の実践　　②ＩＣＴ機器の活用について、成果の交流
③市教科研、公表会等で実践発表　　　　　④共通項目でアンケート(教員、児童生徒、保護者）の実施
⑤今年度の成果と課題の確認
　　　１校１ヶ月(タブレット７台分レンタル料）　1,496,916円
＜平成２９年度以降＞
　電子黒板（５０インチ以上）（パソコン含）　　9,000,000円
　１校１ヶ月(タブレット７台分レンタル料）　　　1,496,916円
                                                              計10,496,916円

評
価
項
目

①計画性について ②公益性について ③事業時期（緊急性）について ④合理性（効率性）について ⑤将来性について

説
明

タブレット型情報端末が導入されている中
学校において、情報主任を中心に、プロ
ジェクトチームを立ち上げて２年目であ
る。
・授業活用の実践交流
・活用の工夫・改善
・公表会等で検証
・小学校へのＩＣＴ機器の導入・活用

瑞穂市の児童生徒一人一人に、確か
な学力をつけることは、児童生徒の
みならず、保護者にとっても願いであ
る。｢生きる力｣を身に付けるために、Ｉ
ＣＴ機器を活用した情報活用能力の
育成は、公益性が高い。

２７年度に３中学校にタブレット型情
報端末が導入されている。ＩＣＴ機器を
効果的に活用し、子どもの学力の育
成や子どもが分かる授業の実現のた
めの教師のＩＣＴ活用能力の向上が必
須である。

情報機器の効果的な使用方法を、市
内の研修会で検討している。検証を
通して、各小学校へＩＣＴ機器を有効
的に活用した教育を効果的に広げる
ことが、可能になる。

学校教育で、情報機器の活用方法
について学ぶことは、その正しい使
い方や、効果的な活用について身に
付けた社会人を育成することにつな
がる。

評
価

A A B A A

実際にタブレット型情報端末が導入される
中学校の情報主任を中心に、ＩＣＴ活用推
進チームを立ち上げた。そして、教員の活
用に係わる研修会を2回実施した。

これからの社会を生き抜く児童生徒たちにとっ
て、学力向上を目的としてＩＣＴ機器を有効的に活
用できるようになることが必要である。そのため
にもＩＣＴ機器を効果的に活用する指導力の向上
のための教員の研修が効果があった。

１１月以降、３中学校にタブレット型情報端
末を導入する予定。ＩＣＴモデル校の設定
とＩＣＴ活用推進チームの立ち上げを行い、
今後、ＩＣＴ機器の活用について検証を進
めていく。

教員研修を通して、情報機器の効果
的な使用方法や素早い準備の仕方
等を学ぶことができ、ＩＣＴ機器活用に
向けて効果があった。

学校教育で、情報機器の活用方法
について学ぶことは、その正しい使
い方や、効果的な活用について身に
付けた社会人を育成することにつな
がる。

年
度

事　業　内　容 事業費
財源内訳（千円） 課題、懸案、その他意見等

国・県 市債 基金 その他 一財

26
実
績

決
算

千
円

目標の設定

27
計
画

事業計画
予
算

2,700
千
円

2,700

28
計
画

整備及び成果交流
概
算

1,497
千
円

1,497 監査指摘事項の対応（監査委員監査及び外部監査）

29
計
画

整備及び成果交流
概
算

10,497
千
円

10,497
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863,000

事業ヒアリングシート
所　　属 計　画　名 実　施　期　間 全体事業予算 Ｈ２８年度事業予算

千円 863,000幼児支援課 児童福祉法、子ども・子育て支援事業計画 平成 27 年度 ～ 31平成 年度 千円

評価対象事業名 区　　　　分

待機児童対策について 新規 主要施策 懸案事業
企画部長が

指定する事業 継続事業

事業全体概要 Ｈ２８年度　事業詳細
　児童福祉法第２４条の規定により、保護者の労働又は疾病等の事由により、乳幼児の保育が必要である場
合、保育所において保育する事業
　通常保育（１１保育所）、延長保育（１１保育所）、一時預かり保育（４保育所）、広域入所などの事業費

　　３歳未満児数　待機児童　　　　４/１保育士数　　　　　４/１延長保育　　要支援児数
　　　4/1市立　　　4/1  10/1　正職　補助　派遣　 計　延長　１１時間超　1:1　2:1　3:1　4:1　5:１
Ｈ２５　　１３７　　　　８　　１５　　９４　　８０　　　５　１７９　２３０　　　１０９　 １５　２１　６３　４８　２３
Ｈ２６　　１５３　　　２７　　２１　　９２　　６９　　　１　１６２　２５６　　　１２４　 １４　３８　５７　４５　１３
Ｈ２７　　１８８　　　　７　　　１　　９５　　７９　　１１　１８５　２６０　　　１０２　 １５　２５　６７　５７　４４
【平成２８年度】　要支援児加配より未満児保育担当（基準では、０歳児３：１、１・２歳児６：１）の保育
士を優先に配置し、待機児童の解消を目指す。
　潜在保育士を発掘し就労に繋ぐ「潜在保育士研修」をＨ２７に引き続き実施する。

評
価
項
目

①計画性について ②公益性について ③事業時期（緊急性）について ④合理性（効率性）について ⑤将来性について

説
明

①計画期間は、平成２７年度～３１年度。
②子ども・子育て支援法第６１条第１項に
基づく市町村計画
③パブリックコメントの実施→瑞穂市次世
代育成支援対策協議会（附属機関）で決
定、市長に諮問
④市長決裁　　　⑤ホームページにて公表

　女性の社会進出、晩婚化、核家族化、地域のつながり
の希薄化などの社会変化の中で、子育てに関する価値
観は大きな変化をみせています。
　このような中、児童福祉法第２４条により市町村には
保育が必要な乳児、幼児を保育する義務があり、働き
ながら安心して子育てできる環境づくりは、保護者の家
庭と仕事の両立支援と子どもの健やかな育ちのために
必要な事業です。

　働きながら安心して子育てできる環境づくりの
ため、待機児童の早急な解消が望まれます。
　児童福祉法第２４条により市町村には保育を
必要とする乳児、幼児を保育する義務がある
が、瑞穂市における待機児童数は、各年度４月
1日現在、平成２５年度８人、２６年度２７人、２７
年度７人で、“０人”となることはなく、保育士の
確保や施設整備は喫緊の課題です。

　子ども・子育て支援事業計画の市民アン
ケートでは、幼稚園教育を希望する者が
多く施設の古い保育所より改修が必要。

　全国的に少子高齢化が急速に進む中、当市
は、児童の人口は増加傾向にあります。これ
は、子育て世代の流入が多いことが要因と考え
られます。
　しかしながら、この傾向もいつまでも続く訳で
はなく、限られた資源、財源の中で、今後の人
口動向を捉えたうえで、事業の継続が必要と考
えます。

評
価

A A A A B

　計画等(実施時期有）に基づき実施。
　子ども・子育て支援事業計画に基づき、
保育ニーズに対し、保育を提供。

　公益性が非常に高い。
【理由】　児童福祉法第２４条に基づき保
育を実施している。

　緊急性がある。
【理由】　３歳未満児について、毎年受入
児童数を増加させているが、平成２７年１
０月時点でも待機児童が発生している。

　合理性が高い。
【理由】　人材の有効活用と財源確保から
も合理的である。

　目標が概ね達成され、効果も見込まれ
る。
【理由】　保育の実施責任は引き続き市町
村が負うことになるが、国は認定こども園
化を推進しており、今後の動向には注視
する必要がある。

年
度

事　業　内　容 事業費
財源内訳（千円） 課題、懸案、その他意見等

国・県 市債 基金 その他 一財 　３歳未満児の保育需要や要支援児の増加に伴い、保育士の絶対数の不足
が続いています。そのため、待機児童の解消及び安全で安心して保育できる
環境整備のために、保育士の確保や施設整備を早急に進める必要がありま
す。26

実
績

保育所
決
算

798,265
千
円

92,744 257,177 448,344

目標の設定

27
計
画

保育所
予
算

822,002
千
円

91,034 261,718 469,250
　３歳未満児保育施設及び幼稚園の拡充など、保護者の選択肢を増やすた
め、民間施設の新規参入を促し、また、市立の老朽化施設を改築、認定こど
も園化等の検討をする。

122,000 262,00028
計
画

保育所
概
算

863,000
千
円

479,000 監査指摘事項の対応（監査委員監査及び外部監査）

＜県の指導監査　指摘事項＞苦情解決に社会性や客観性を確保し、利用者
の立場や特性に配慮した適切な対応を推進するため第三者委員を設置する
必要があるが、設置されていないので、設置すること。＜回答＞第三者委員
に民生児童委員等の選任にて保護者に周知するよう検討します。

29
計
画

保育所
概
算

879,000
千
円

125,000 262,000 492,000
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事業全体概要 Ｈ２８年度　事業詳細
　
　広く市民が利用できるよう、大月地内にある多目的広場用地の有効活用に向けた協議及びその整
備。

　有効活用するため幅広い角度から検討する（様々な可能性を探る）必要があるため、全庁的に協
議する体制を整え、協議する。

区　　　　分

多目的広場の整備 新規 主要施策 懸案事業
企画部長が

指定する事業

平成

継続事業

- 年度 1,980 千円 1,980 千円

実　施　期　間 全体事業予算 Ｈ２８年度事業予算

生涯学習課 新市建設計画・瑞穂市第1次総合計画 平成 28 年度 ～

目標の設定

Ｈ２８　協議体制の整備
Ｈ２９　パース図の作成

「誰もが　いつでも　どこでも楽しめる
場」を整備し、たくさんのかたが利用
することで、コミュニティや健康増進
の中心的な役割を果たす。

課題、懸案、その他意見等

幅広く意見を聴取し、市民のニーズに沿った広場等となるよう協議を
進めるための体制作りをしなければならない。

広く市民が利用できる多目的な広場
を整備することで、人と人とのふれあ
いや健康増進を図ることができる。

建設計画や総合計画に位置づけら
れており、借地料も支払っていること
から早期に整備することが望ましい
が、市民にとって何が有効なものとな
るか、十分に検討していくことが重要
である。

評
価
項
目

説
明

評
価

新市建設計画
瑞穂市第1次総合計画後期基本計画
全庁的に協議する体制の整備・協議
→
議会にて協議→議決

⑤将来性について

事業ヒアリングシート

千
円

千
円

④合理性（効率性）について

所　　属 計　画　名

評価対象事業名

28

③事業時期（緊急性）について

29 協議（及びパース図の作成）
概
算

協議体制の整備及び協議

実
績

千
円

計
画

26

財源内訳（千円）

1,980
千
円

市債 基金

年
度

27

1,980

①計画性について ②公益性について

その他
事　業　内　容 事業費

一財国・県

様々な方面からの意見を参考に、子
どもからお年寄りまでたくさんのかた
が気軽に利用できるようニーズにあっ
た広場となるよう整備していく。

計
画

決
算

予
算

概
算

計
画

1,980

1,980

監査指摘事項の対応（監査委員監査及び外部監査）
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